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第 4章 タンザニア キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画 

  
写真 4- 1 伝統的な天水田（一圃場が小さい） 写真 4- 2 鍬を用いた耕起作業（レキタトゥ） 
 
      
 

  
写真 4- 3 土地の有効利用を図るために 写真 4- 4 収穫間近の稲（レキタトゥ） 
 田を拡大している（レキタトゥ）  
    
 
 

  
写真 4- 5 用水路（モンボ） 写真 4- 6 中核農家の田。すぐ隣には中間農家の
   田がある（モンボ） 
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写真 4- 7 農民組織による管理が不十分で 写真 4- 8 クウェマザンドゥでの農作業  
 壊されてしまった頭首工（マヘンゲ）   
  
 

  
写真 4- 9 ムキンド村の水田 写真 4- 10 アゾーラの繁殖した水田（ムキンド）
  
 

  
写真 4- 11 ディホンボ村に設置されたデモ圃場 写真 4- 12 ローアモシの田植え作業  
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4. 1 プロジェクトの概要 

4. 1. 1 タンザニア キリマンジャロ農業技術者訓練センター フェーズ 1 

日本はタンザニアのキリマンジャロ州において 1970 年代よりキリマンジャロ州農業開発セン

ター（KADC）およびキリマンジャロ州農業開発計画（KADP）を通じて灌漑稲作にかかる協力を

実施してきた。1980年代にはローアモシ灌漑スキームが円借款を用いて建設され、同地に適した

灌漑稲作技術が開発された。その結果、同スキームにおける単収は 2トン/haから全国平均の約 3

倍である 6トン/haまで向上した。

KADCおよび KADPの完了に伴い、キリマンジャロ州において開発された灌漑稲作技術を全国

に波及させることを目的に新たなプロジェクトを開始することとなり、キリマンジャロ農業技術

者訓練センター（Kilimanjaro Agricultural Training Center: KATC）が農業・食料安全保障省（Ministry 

of Agriculture and Food Security: MAFS）（当時は農業・協同組合省）研修局の下に設立された。KATC

フェーズ 1 プロジェクトは 1994 年 7 月に開始され、2 年間のフォローアップ期間を含んで 2001

年 6月に終了した。フェーズ 1・プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project

Design Matrix: PDM）を表 4-1に示す。

フェーズ 1・プロジェクトは、全国の普及関連技術者や農家に対してキリマンジャロ州で得ら

れた灌漑稲作技術の成果を研修することを上位目標としており、そのために研修組織の立ち上げ、

研修内容の準備し、研修教官の育成などを行った。研修コースとして、普及員の「稲作コース」、

灌漑職員の「水管理コース」、機械化職員の「機械化稲作コース」、トラクターオペレーターの「ト

ラクターオペレーターコース」、それに稲作農民の「中核農民コース」が挙げられる。プロジェク

トの目標は KATCの機能強化であるが、普及も活動の一部に含まれていたことから、普及も視野

に入れた活動を行った。具体的には普及員への研修のほか、灌漑スキームで技術波及のコアとな

るような中核農民に対して研修を行った。また、普及員と中核農民の合同研修を行い、研修後の

技術移転を両者が協力しあって実施できるような工夫を行った。また、2 年間のフォローアップ

期間中には、KATC での研修に普及員、農民を派遣した灌漑スキームを訪問し、巡回指導と現地

研修会とを行った。

4. 1. 2 タンザニア キリマンジャロ農業技術者訓練センター フェーズ 2 

フェーズ 1の終了後、2001年 10月から 2006年 9月までの予定でフェーズ 2プロジェクトが実

施されている。フェーズ 1 では灌漑稲作研修を行う研修センターを設立し、研修を実施するとい

う目的は達成されたが、こうした研修活動を行うだけでは農家に必ずしも技術が伝わらず、農家

の収量増加を実現することができなかった。そこで、フェーズ 2 では主たる研修の場を灌漑スキ

ームに移し、実際に農民が受け入れられるような研修パッケージを開発することを目的としてい

る。タンザニアの地図とフェーズ 2・プロジェクトの PDMを地図 4-1および表 4-3に示す。
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表 4- 1 タンザニア キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画フェーズ 1 PDM 

指標 指標データ入手手段 外部条件
スーパーゴール
タンザニアの稲作農民の経済状況が改善さ
れる。

稲作農民の生活水準変化 農家経済調査、統計資料 1
2
稲作農民の健康が維持される。
稲作農民が改良稲作技術を採用する

上位目標
灌漑稲作についてタンザニア国内の研修指
導教官、農業改良普及員、水管理職員、農
業機械職員、中核農民の技術が向上する。

プロジェクト終了後、一定
期間が経過した後の研修指
導教官、農業改良普及員、
水管理職員、農業機械職
員、中核農民の技術水準

調査団派遣またはJICA事務所とタン
ザニア側によるプロジェクトの事後
評価

1

2

3

灌漑稲作普及の優先順位が、生産者
価格や流通も含めて政策変更されな
い。
普及事業に十分な予算が確保され
る。
研修修了者が灌漑稲作普及の上で適
当なポストに配置される(研修修了者
がすぐに異動しない)

プロジェクト目標
農業普及員他に対する灌漑稲作についての
研修実施能力をKATCが組織として強化す
る。

・

・

・

受け入れ可能な研修員数の
維持・増加
研修に対する研修員の満足
度の維持・向上
KATC職員による研修能力の
自己評価

・
・
・
・

研修実施記録
研修修了時の研修員意識調査
事後の研修員意識調査
KATC職員への聞き取り調査

KATCで作成された灌漑稲作の普及方
法が推奨される。

成果
灌漑稲作に関し、農業普及・研修、稲
作、. 水管理、農業機械の分野で以下の成
果を得る。

1
2
3
4

5

研修指導教官の技術水準が強化される。
研修方法が改善される。
研修教材が改善される。
政府職員や中核農民の研修が実施される。

改善された普及方法が提言される。

1
2
3
4

5

教官の技術水準
研修方法の内容
研修教材の内容
研修コース実績(研修参加
者数、研修参加前・語の技
術水準比較)
提言された普及方法の内容

1
2
3
4

5

研修教官のアンケート調査
定期報告書、印刷物
研修マニュアル、印刷物
定期報告書、研修参加者のアンケー
ト調査
定期報告書、印刷物

1

2

3

自然・社会環境に摘記した稲作技術
開発が農業研究機関で継続的に行わ
れる。
KATCと関連機関との協力が継続す
る。
灌漑稲作技術と関連業務に対して財
政支出が継続する。

プロジェクトの要約
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活動 投入

1

2
3

4

5

灌漑稲作に関し、農業普及・研修、稲
作、. 水管理、農業機械の分野で以下の活
動を行う。
研修指導教官の技術水準強化：下記の2～5
の活動を通じた実務研修、日本でのカウン
ターパート研修。
研修方法の改善：研修計画、カリキュラム
研修教材の改善：情報収集、実証試験、現
地調査、研修教材作成
政府職員や中核農民の研修：研修、セミ
ナー、研修修了者の巡回指導、現地研修会
普及方法の提言

1

2
3
4

日本側
専門家派遣
1)チームリーダー
2)業務調整
3)農業普及・研修
4)稲作
5)水管理
6)農業機械
7)短期派遣専門家
供与機材：研修用機材など
研修員受け入れ：年間数名
その他：ローカルコスト支
援

1

2

3

タンザニア側
職員の配置
1) Pr oj ect  Di r ect or
2) Ass i s t ance Pr oj ect  Di r ect or
3) Pr oj ect  Manager
4) KATCの各技術的専門家に最低3名の
C/ P、研究研修局本部に担当者
5)事務職員、支援職員
土地、建物、施設
1)プロジェクト本部：KADC
2)プロジェクト事務所：KADC
3)研究研修局本部に事務スペース
4)その他：寮と穀物貯蔵施設の建設
運営費
1)プロジェクト運営に必要な経費
2)関連プロジェクトからの研修経費
支援

1

2
3
4

1
2

3

4
5
6

7

業務のための十分な財政支援が得ら
れる。
カウンターパートが異動しない。
治安上の問題が発生しない。
研修参加者は稲作地帯から集まる。

前提条件
合同委員会が設立される。
KATCの組織、人員、機能が明確に位
置づけられる。
資格を持ったC/ Pと支援職員が必要数
配置される。
KATCに必要な予算が手当てされる。
普及事業が機能している。
十分な研修者(例えば、水管理や農業
機械職員)が得られる。
関係機関からの協力が得られる。

出典：国際協力事業団、「タンザニア連合共和国　キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画　終了時評価報告書」、平成11年2月、95ページ。  
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本プロジェクトの上位目標は「KATC の研修が実施された地域およびその周辺地域においてコ

メの生産性が向上する」であり、プロジェクト目標は「KATC の研修を通じてモデルサイトのコ

メの生産性が向上する」となっている。フェーズ 1に比べて、より現場に密着した形で KATCの

研修能力の強化を図ることが目標となっている。KATCが、タンザニアの多様な自然･社会経済的

条件に適合した研修パッケージを開発･運営することができるようになるために、全国の灌漑スキ

ームからゾーン別に 6 ヵ所（Mombo、Mwega、Mbuyuni、Nakahuga、Mwamapuli、Nduguti）のモ

デルサイトを選定している。各モデルサイトで 1作期に 4回の現地研修（最後の 1回はモニタリ

ング）を行っている（地図 4-1）。

各モデルサイトにおける面的展開のアプローチとしては、農民間普及を採用している。各モデ

ルサイトにおいて 20 戸の中核農民を選定し、KATC での集合研修･現地研修を通じて中核農民へ

の技術移転を図って

いる。続いてそれぞ

れの中核農民が圃場

の近接する中間農民

を 5 名ずつ選定し、

普及員のサポートを

受けながら、現地研

修を通じて中間農民

への技術移転を行っ

ている。また、中間

農民もそれぞれ 2 名

（男女各 1 名）の一

般農民を選定し技術

移転を行う予定であ

る。また、プロジェ

クトのスコープ外で

はあるが、灌漑スキ

ームを超えた灌漑稲

作技術の波及も視野

に入れており、県や

ゾーン灌漑オフィス

と協議し、彼らの参

加を図っている。

 

                    

           地図 4- 1 タンザニアとフェーズ 2プロジェクトのモデルサイト
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4. 2 プロジェクトの形成・立案 

4. 2. 1 プロジェクトの背景 

（ ）タンザニア国の概要

タンザニアはアフリカの東部に位置し、人口は約 3,500 万人、面積は 94 万 5000 平方キロメー

トルと日本の約 2.5 倍の大きさである。東部にはインド洋が位置し、北部はケニア、ウガンダ、

西部はルワンダ、ブルンジ、ザイール、南部はザンビア、マラウィ、モザンビークに接している。

タンザニアの主要経済指標を表 4-2に示す。一人当たり GNIは 290ドル（2002年）で、平均余命

は 43.1 歳である。近年の経済成長率は 6％台を推移している。農業はタンザニアの基幹産業であ

り GNIの 4割以上を占めている。

表 4- 2 タンザニアの経済指標 

（ ）タンザニアにおけるコメ

コメはトウモロコシ、ソルガム、小麦、豆類（pulse）とともにタンザニアにおける主要農産物

のひとつである。1990年以降のコメの生産量の推移を図 4-1に示す。

農民にとってコメは収益性の高い農作物である（表 4-4）。天水田においても高いが、モシ（Moshi）

灌漑地区においては圧倒的

である。加えて、コメは比

較的保存性の高い作物であ

ることから、農民は市場価

格の推移に応じて販売する

ことも可能である。こうし

たことからコメは農民にと

ってたいへん人気のある作

物となっている。

出所：FAOSTAT、2004年、http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture．

Series Name 1998 1999 2000 2001 2002
Agriculture, value added (% of GNI) 44. 8 45. 1 45. 0 44. 8 44. 4
Industry, value added (% of GNI) 15. 4 15. 5 15. 7 16. 0 16. 3
Services, etc., value added (% of GNI) 39. 8 39. 4 39. 2 39. 2 39. 3
GNI Growth Rate 3. 7 3. 6 5. 7 6. 1 6. 3
出典：World Bank, World Development Indicators, Various years.
注：産業別の従事者の割合は不明である。

図4- 1　タンザニアにおけるコメの生産量の推移
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表 4- 3 タンザニア キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画フェーズ 2 PDM  

作成日: 2004年5月25日

ターゲットグループ：灌漑スキームの稲作農民
指標 指標データ入手手段 外部条件

スーパーゴール
灌漑稲作農民の生活水準が改善される。 主要政策が変化しな

い。

上位目標
KATCの研修が実施された地域およびその周辺地域においてコメ
の生産性が向上する。

1

2

KATCで研修を受けたモデルサイトの農民と周辺地域の農民の水稲単収が、2010年ま
でに2002年の国平均単収2. 5t に比べて25％( 0. 625t )増加する。
2010年までに研修を受けたモデルサイトと周辺地域における水稲生産の所得率が
2002年に比べて高くなる。

1
2
3

ベースライン調査
研修参加者報告書
モニタリング報告書

所得がより良い生活
水準を実現するため
に使われる。

プロジェクト目標
KATCの研修を通じてモデルサイトのコメの生産性が向上する。 1

2
3

2005年までにモデルサイトのサンプル農家の米単収が2002年に比べて9～24％増加す
る。
2005年までに全てのモデルサイトで米生産の所得率が2002年に比べて向上する。
2005年までに全てのモデルサイトで適切に水管理される圃場が2002年に比べて増加
する。

1
2
3
4
5

ベースライン調査
研修参加者報告書
ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙｻｰﾍﾞｲﾚﾎﾟｰﾄ
営農調査
単収調査

農業政策が変化しな
い。

成果
1 モデルサイトに対するコンセプトとアプローチが確立する。 1 2002年の8月までにしかるべき判断基準に基づいた6つのモデルサイトが選択され

る。
1
2
ＪＣＣ議事録
選定基準

研修参加者が灌漑ス
キームにとどまる。

2 KATCの研修ニーズを把握する能力が向上する。 2- 1

2- 2

各研修コースが開始されるときに、研修生の90％以上が「コースの内容が研修生の
ニーズに適合している」と認める。
研修参加者の80％以上がAもしくはBであったと評価する研修が、現地研修・技術支
援等を含むすべての研修の80％以上を占める。

1
2
3

研修レポート
質問票
研修レポート

県が灌漑稲作農業の
改善と普及の重要性
を認識する。

3 地域のニーズを満たすように技術研修プログラムが強化され
る。

3- 1

3- 2

3- 3

3- 4

2005年までに、80％の中核農家が、研修で学んだ各種圃場技術の80％以上を現場に
適用する。また、80％以上の中間農家が、最低一つを現場に適用する。
2005年までに全てのモデルサイトで中核農民や圃場関係者によって現地試験等に
よって得られた成果をもとに「稲作耕種基準」が作成される。
2005年までにそれぞれのモデルサイトで、地域のニーズに適合した技術マニュアル
の最終版が作成される。
県がDADPの中でKATCの研修を採用しやすくするために、現地研修プログラムの改訂
版が開発される。

1
2
3

4
5
6

研修レポート
モニタリングレポート
稲作耕種基準

ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙｻｰﾍﾞｲﾚﾎﾟｰﾄ
営農調査
研修レポート

4 灌漑事業地の組織・運営体制を改善するための研修プログラム
が強化される。

4- 1

4- 2

4- 3

4- 4

各モデルサイトで、特にコスト分担に配慮して、県、灌漑事業地、ゾーン灌漑オ
フィス、KATCが共同で実施結果に基づき、活動計画を策定、実施、改訂する。
2005年までに農場運営カレンダーや計画が準備・実施され、管理運営責任者・中核
農民・中間農民によって評価される。
2005年までに各モデルサイトの農民組織に参加する活動的な農民が、2002年に比べ
て増加する。
組織・運営体制を強化するマニュアル･指導書がプロジェクトの終了時までに作成さ
れる。

1
2
3
4
5
6
7

研修レポート
農場運営カレンダー
評価レポート
インタビュー
ｾﾐﾅｰ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの報告書
ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙｻｰﾍﾞｲﾚﾎﾟｰﾄ
ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾍﾞｲ

プロジェクトの要約
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5 有益な灌漑稲作栽培に関する情報を収集・発信するKATCの機能
が向上する。

5- 1
5- 2

2006年までに図書館のデータベースと分類された情報のデータベースが確立する。
2006年までに、毎年4回のスワヒリ語ニューズレター、2回の英語ニューズレターお
よび技術進捗レポートの年報が作成される。またKATCのウェブサイトが作成され、
毎月アップデートされる。

1
2

3
4

データベース
ニューズレター、進捗報
告書
ウェブサイト
ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｻｰﾍﾞｲﾚﾎﾟｰﾄ

6 灌漑稲作生産に関する技術研修の計画、実施、モニタリングに
ジェンダーを組み入れるコンセプト、アプローチが確立する。

6- 1

6- 2

6- 3

POに基づくジェンダーチェックリストに沿って、プロジェクトの活動が実施され
る。
プロジェクト実施期間中、モデルサイトにおけるジェンダーニーズを考慮すること
によって、女性農業者の中核農民コースおよび現地研修会への参加率が45％以上と
なる。
2006年までに、ジェンダーニーズに関する特別研修が実施され、その活動が各モデ
ルサイトで実践される。

1
2
3
4
5

ベースライン調査
研修レポート
モニタリングレポート
ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙｻｰﾍﾞｲﾚﾎﾟｰﾄ
ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ

活動 投入 前提条件
1- 1

1- 2

1- 3
2- 1

2- 2
3- 1

3- 2

3- 3

3- 4

3- 5
3- 6
4- 1

4- 2
5- 1
5- 2
5- 3
6- 1

6- 2

6- 3

40の灌漑農業地の開発潜在能力を把握するため、現状を調査す
る。
40の灌漑事業地のスキームマネージャー、フィールドスタッ
フ、中核農民を対象に灌漑稲作生産技術の集合研修を実施す
る。
合意された選定基準に沿ってモデルサイトが選定される。
現状と問題を把握し、モニタリングのための基礎情報を収集す
るため、調査を実施する。
収集した情報を分析する。
それぞれのモデルサイトにおける灌漑稲作生産技術を改善する
ための活動計画を策定する。
モデルサイトのフィールドスタッフ、中核農民のための灌漑稲
作生産技術研修をKATCで実施する。
モデルサイトでフィールドスタッフ、中核農民のための灌漑稲
作生産技術現地研修を実施する。
研修参加者のモデルサイトにおける灌漑稲作生産に関し、技術
支援を行う。
モデルサイトの研修参加者の活動をモニターする。
KATC研修の適用可能性を検証し確認する。
それぞれのモデルサイトで県、灌漑事業地、ゾーン灌漑オフィ
スとともに活動計画を策定、実施、改訂する。
モデルサイトにおける灌漑者組合の管理を改善する。
情報管理システムを構築する。
情報を収集・分類する。
関係機関や個人に情報を供給する。
選定されたモデルサイトの女性の研修ニーズを把握し、活動計
画に取り入れる。
ジェンダーに配慮した灌漑稲作技術研修を計画、実施、モニ
ターする。
灌漑稲作生産に関するジェンダーの情報をまとめる。

1

2
3
4

日本側
日本人専門家
（１）長期派遣（最大５人）
チーフアドバイザー
調整員
その他の長期専門家
－普及、農民研修
－稲作
－灌漑管理
－営農
（２）短期専門家
資機材の供与
カウンターパート研修
サーベイチームの派遣

1

2
3

タンザニア側
タンザニア側スタッフの
配置
（１）プロジェクト・
ディレクター
（２）プロジェクト・マ
ネージャー
（３）カウンターパート
－普及、農民研修
－稲作
－灌漑管理
－農業管理
（４）短期専門家のカウ
ンターパート
（５）事務職員
（６）その他必要な職員
運営費用
土地、建物、その他必要
な物品の供給

灌漑稲作に適した気
候が維持される。

選定された灌漑ス
キームの稲作農民が
プロジェクトの目的
に合意する。
タンザニアの治安が
維持され、KATCの所
有物の安全が保証さ
れる。

出典：The Mi d- t er m Eval uat i on Repor t  f or  The Ki l i manj ar o Agr i cul t ur al  Tr ai ni ng Cent er  Phase I I  Pr oj ect  i n t he Uni t ed Republ i c of  Tanzani a
注: 　一部の和訳は調査団による。
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表 4- 4 タンザニアにおける主要農作物の収益性 

4. 2. 2 プロジェクトの形成 

タンザニアは 1970年代に州別に主要ドナーを割り当て、日本はキリマンジャロ州が対象地域と

なった。以来、日本は同州における経済開発協力に従事してきた。とりわけ灌漑稲作技術の確立

とその技術移転のために、プロジェクト方式技術協力、開発調査、一般無償、円借款、2KRなど

の各種形態の協力を組み合わせて実施してきている。具体的には、1970年代よりキリマンジャロ

州農業開発センター（KADC）およびキリマンジャロ州農業開発計画（KADP）を通じて灌漑稲作

にかかる協力を実施した。1980年代にはローアモシ灌漑スキームが円借款を用いて建設され、同

地域に適した灌漑稲作技術が開発された。その結果、ローアモシでは１ha あたり 6～7 トンの籾

収量が得られ（タンザニアの平均単収は 2 トン/ha 程度）、周辺地域のみならず近接する州にまで

稲作技術（品種、栽培法）が波及した。

1993年に終了する KADPの後をどうするかについて、KADC、KADPのカウンターパートであ

ったキリマンジャロ州と日本側（大使館、現地 JICA事務所など関係機関）との間で協議がなされ

た。その中で、ローアモシ灌漑スキームにおいて KADC、KADP を通じて得られた成果をタンザ

ニア全国の稲作地帯に普及拡大していこうという話になった。州から全国へ対象を広げることに

なった背景には、日本にとってキリマンジャロ州だけを対象に協力を行っていて良いのか、キリ

マンジャロ州は援助への依存度が高まりすぎてはいないか、という考えもあったようである。

しかし、全国を対象とするプロジェクトであったことから、責任機関としてキリマンジャロ州

が適当であるのか、また同州の人材だけで全国展開を図れるのかという問題があった。タンザニ

ア政府と協議した結果、責任機関が農業・食料安全保障省（Ministry of Agriculture and Food Security: 

MAFS）（当時は農業・協同組合省）に変更された。責任機関の変更に対してキリマンジャロ州は

難色を示したが、ここで日本側が筋を通し責任機関を国に変更したことは KATCの活動の円滑な

実施にとって大いに重要であったと考えられる1。同時に、ローアモシ灌漑スキームの中に位置す

る KADPの施設、機材も KATCが引き継ぐこととなった。

責任機関の変更に伴い、タンザニア政府は研修機関のひとつ（Ministry of Agriculture Training 

Institute  Tumbi）を廃止し、1994年にMAFS研修局の下にキリマンジャロ農業技術者訓練センタ

ー（Kilimanjaro Agricultural Training Center: KATC）を設立し、これを実施機関とした。

1 なお、農業・食料安全保障省は 2002年 11月の組織改編により、研修局は研究開発局と統合することが決定され
たが、本省レベルではいまだに職員配置、執務体系に変更はなされていない（2004年 9月時点）。

（単位：シリング/ha）
地域 Mtwara Singida

作物
トウモロコシ 21,000 26,250 30,400 27,000 28,000
ソルガム 28,000 30,000
コメ 85,000 （天水） 238,500 （灌漑） 90,250 （天水）
出典：The United Republic of Tanzania, 2000, Agriculture: Performance and Strategies for Sustainable Growth.
注：灌漑の建設、維持管理費用は含まれていない。

Mwanza Moshi Mbeya
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 キリマンジャロ州における農業分野における日本の協力の略史

1970年 タンザニアよりキリマンジャロ州総合開発計画調査の要請
1974年 キリマンジャロ州総合開発計画調査団の派遣
1978年 2月 キリマンジャロ州総合開発計画書を提出
1978年 5月 タンザニアより計画書中の 14プロジェクト協力要請
1978年 8月 下記 6プロジェクトについて合意

① 農業開発（技術協力）
② 中小企業開発（技術協力）
③ ローアモシ農業開発（開発調査、円借款）
④ トラクター・ハイヤー・サービス（技術協力）
⑤ 送配電網の設置（開発調査、円借款）
⑥ ムコマジバレー農業開発調査（開発調査）

1978年 9月 キリマンジャロ農業開発センター計画（KADC）R/D署名
① 灌漑開発のための水資源開発に対しての技術的助言
② トライアル・ファームおよびパイロット・ファームにおける活
動

③ 普及活動（試験栽培、実証栽培の成果を農民に移転）
④ 研修（タンザニアの C/P、普及員・農民などのための短期研修）

1979年 11月 KADC（と KIDC）建物建設のため一般無償資金協力の E/N署名
1980年 ローアモシ農業開発計画 F/S調査終了
1982年 ローアモシ農業開発計画の円借款締結
1982年 8月 KADC延長 R/D署名（3年半）
1984年 5月 ローアモシ農業開発計画着工（水田 1,100ha, 畑作 1,200 ha）
1986年 2月 キリマンジャロ農業開発計画（KADP）R/D署名

ローアモシ地区を中心としたキリマンジャロ州において
① 稲作適正品種の選定、栽培技術の確立、展示及び普及訓練
② 畑作栽培技術の確立、展示及び普及訓練
③ 水管理技術の確立及び普及訓練、水利施設の維持管理に対する
助言

④ 農業機械の現地適応性試験及び操作、維持管理の指導、訓練
1986年 3月 KADC終了
1986年 4月 KADP開始
1990年 11月 KADP終了時評価調査団、2年間のフォローアップ協力を提言
1993年 3月 KADPフォローアップ協力終了
1994年 1月 キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画（KATC）の R/D署名
1994年 7月  KATCの協力開始
1999年 2月 KATC終了時評価調査団、2年間のフォローアップ協力を提言

タンザニア KATCフェーズ 2を要請
2001年 6月 KATCフェーズ 1終了
2001年 7月 KATCフェーズ 2の R/D署名
2001年 10月 KATCフェーズ 2協力開始（2006年 9月まで）
2004年 5月 KATCフェーズ 2中間評価報告書に署名

4. 2. 3 プロジェクトの目的 

フェーズ 1プロジェクトの上位目標は、「灌漑稲作についてタンザニア国内の研修指導教官、農

業改良普及員、水管理職員、農業機械職員、中核農民の技術が向上する」である。プロジェクト

目標は「農業普及員他に対する灌漑稲作についての研修実施能力を KATCが組織として強化する」
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となっている。このように KATCの機能が強化され、その結果 KATCで研修を受けたタンザニア

の灌漑稲作関係者の技術が向上するというロジックである。

4. 3 フェーズ 1 プロジェクトの実施 

4. 3. 1 プロジェクト活動の本格実施まで 

フェーズ 1 プロジェクトの開始に当たり、KATC をまったく初めから立ち上げることとなった

が、プロジェクトの開始時までにタンザニア側も日本側も十分に準備が整わなかった。タンザニ

ア側は KADPの職員が 1名指名されていたことを除くと、職員の配置も全くなされていなかった。

施設的にも KADP を引き継いだことから研修所としての機能を十分に備えていなかった。他方、

日本側も専門家が揃わず、普及担当の専門家は短期専門家が代行することとなった。

従って最初の 1 年間は研修は実施せず、その実施に向けた準備に費やすこととなった。5 つの

研修分野は決まっていたが、そのカリキュラムも教材もなかったので、その作成から始めた。研

修プログラムができたところで、全国から各州の農業畜産開発官を集めて、KATC の紹介と各州

の灌漑稲作事情の発表を行い、彼らに稲作関連の普及員を人選して KATCの研修に参加させるよ

うに要請した。まずは、タンザニア全土に KATCの名前と研修内容が知れ渡るようにする必要が

あったからである。

4. 3. 2 ターゲットグループの選定 

フェーズ１を開始した時点では、それまでの協力の蓄積を通じてキリマンジャロ州における稲

作事情はある程度はわかっていたが、タンザニアの他の地域における稲作に関する知見はあまり

なく、対象地域の絞込みはできなかった。また、タンザニアでは全国を平等に扱うことが重視さ

れることから、全国の普及員と農民を主たる対象とすることになった。

タンザニアの稲作は大きく 3 つに分けられる。第 1 はローアモシのように良く整備された施設

をもつ灌漑稲作だが、これは全国的には少ない。第 2 は施設は一応あるが、水が十分コントロー

ルできない灌漑稲作、第 3 は天水田である。KATC のプロジェクトでは、主に第 2 の灌漑稲作地

帯の普及員、農民を対象とした。

4. 3. 3 普及対象技術 

KATC が実施される前に、既に KADC、KADP を通じて技術開発の蓄積があった。例えば、ロ

ーアモシ灌漑スキームを対象とした高収量稲作品種（IR54など）の選定がなされ、その栽培方法、

水の有効的利用方法などが既に確立していた。こうした技術を用いて KADPではローアモシ灌漑

スキームにおいて単収 6 トン/ha とタンザニアの平均（2 トン/ha と言われる）の 3 倍を実現した

が、これは水管理が比較的容易に行え、肥料・農薬がふんだんにあり、トラクターがあることを

前提としたものであった。従って、これをそのまま他の地域の農民に教えても条件が大きく異な

る地域には伝わらないことが予想された。例えば、ローアモシの水田は均一なサイズで機械化が

進んでいるが、タンザニアの他の地域の水田はサイズもまちまちで耕起は手鍬によっている。こ
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のようにタンザニアにおける灌漑施設の現状を踏まえ、灌漑施設が十分に整備されていないとこ

ろでも実現できる技術をカウンターパートとともに考案した。

（フェーズ 1 およびフェーズ 2 で）KATC において研修を行っている技術は基本的な稲作技術

であり、農民にとっても難しいものではない。例えば、塩水を使った良い種籾の選別方法、苗床

の準備、苗の移植方法（条植え）、耕起・均平化、畦畔作り、除草、施肥、病害虫防除、水管理な

どである。基本コンセプトは、より的確で且つタイムリーに手をかけることで稲作の収量を増大

させることである。資源を殆ど持っていない小規模農家にとって、最も容易に投入が可能な資源

は家族労働力であって、それをいかに有効に使うかが重要である。また、KATC の奨励する技術

は、農民が高収量品種を選択しない限り、従来の手法と比べてより多くの（労働力以外の）イン

プットを必要とするものでもない。使用する農機具も従来から地域にあるものを利用している。

農民の持っている農具は限られており、KATC のフェーズ 1 での研修に参加した中核農民を対象

にしたアンケート調査では 1戸当たり、鍬 4本、鎌１本、ナイフ 2本、山刀 1本といった程度で

ある2。プロジェクトではこうした農具でも対応できるような技術の開発を行った。

また、関連技術として、耕起用に水牛を用いること、窒素の吸収を図るためのアゾーラ3の利用、

マラリア防止のための合鴨の利用（水田にあまり入らなくてすむ）なども併せて考案し、研修を

行った。

4. 3. 4 実施機関の機能強化 

KATCはフェーズ 1、フェーズ 2の両プロジェクト期間を通じてその機能が強化されてきた。こ

こでは、フェーズ 1でとられた機能強化策を中心に取りまとめる。

（ ）組織体制面

1）KATCの設立

前述したとおり、本プロジェクトの開始に当たって KATCがMAFS研修局傘下の研修機関とし

て設立された。MAFS研修局の傘下の研修機関を表 4-5に示す。KATCはこの中では唯一の灌漑稲

作技術を農民に研修する機関として位置づけられている。また、KATC は短期の研修を行う機関

であり、修了者には修了証（Diploma）が供与されないことも、他の機関と異なる点である。他の

研修機関は長期（2年間など）の研修を行い、修了者には修了証（Diploma）が授与される。また、

KATC は東アフリカ地域の中でも類似の機関のないユニークな組織であり、こうした特性からフ

ェーズ 2ではケニア、マラウィ、ウガンダ、ザンビアの近隣 4ヵ国をも対象とした広域協力を実

施している。

2 キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画 ニューズレター「タンザニアの稲と人々」第 4号（1997年 6月）。
3 藻の一種で、遮光により雑草の出芽・伸長を抑制する効果がある。また、空中窒素の固定、蒸発抑制などの効果
もある。
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表 4- 5 農業・食料安全保障省研修局管轄下の研修所 

研修機関名 州 敷地面積 寮収容人数 創立
MATI  I l onga Mor ogor o 175 216 1972
MATI  Madaba Ruvuma 1402 84 1990
MATI  Ml i ngano Tanga 400 120 1970
MATI  Mt war a Mt war a 560 148 1974
MATI  I gur us i Mbeya 1997
KATC Moshi Ki l i manj ar o 25 60 1994
MATI  Uki r ugur u Mwanza 275 260 1937
MATI  Uyol e Mbeya 51 500 1975
出典：国際協力事業団、「タンザニア キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画　
　　　フェーズI I　事前調査報告書」、平成12年8月、216ページ。

KATC がプロジェクト開始時からタンザニア政府の一機関として内部化されたことは、たいへ

ん重要であったと考えられる。アイルランドがソコイネ農業大学（SUA）を支援して実施された

ソコイネ普及プログラムは、10年間以上に渡る全実施期間を通じてMAFSの中での位置づけが明

確にされず、それがプロジェクトの成果にマイナスの影響をもたらした4。

2）4セクション（研修室）の設置

プロジェクト開始時には、研修機関としての準備が十分ではなかったが、やがて、農業普及、

稲作、水管理、農業機械の 4 つのセクションが設置され、各セクションに専門家とカウンターパ

ート（最低 2 名）とが配置された。各セクション間で相互に連携を図る形で研修コースが構成さ

れた。また、専門家およびカウンターパートは机を並べて執務している。こうした大部屋制は情

報を共有しやすく、効果的な技術移転に役立っているとMAFS研修局は高く評価している。

3）教官の採用

タンザニアではコメは副次的作物（minor crop）であり、SUAやMATIでもコメ作りに割かれる

時間は少なく、稲作技術に関する知識を持っている人は少ない。そこで、KATCは KADPで普及

員・技術者として働いていた人々を教官として採用した。彼らは KADCや KADPで灌漑稲作技術

に関する知識を既に有していたからである。しかし、こうした普及員は研修機関で教えることに

ついての経験に乏しかった。そこで、KATC ではモロゴロ県にある農業人的資源開発センターか

ら 2人の教官を招聘し、教育手法についてのセミナーを開催した。

4）研修を通じて得た知見・情報の蓄積・発信

プロジェクト開始当初はタンザニアの稲作に関する十分な情報・知見がなかったので、研修参

加者を通じて各地域における稲作の現状に関する情報を収集・蓄積した。例えば、研修に参加す

る農民に自分のところで作っているコメの種子を持参してもらうなどした。

こうして得た知識・情報は積極的に他の機関にも提供した。例えば、研修参加者から提供を受

4 MAFS and Ireland AID、2001、Sokoine Extension Project Final Evaluation. 
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けたコメの種籾はモロゴロ州のイファカラ（Ifakara）にある農業研修・研究所（Kilombero 

Agricultural Training and Research Institute: KATRIN）に提供した。また、アルーシャ（Arusha）に

ある熱帯農薬研究所（TPRI）にも種籾を提供し、コメの遺伝子資源バンクの拡充をサポートした。

研究機関との連携の強化を図るために、KATRIN やゾーン研究所から稲作関係の研究者を招いて

ワークショップの開催も行った。しかし、これらの研究所のレベルは KATC よりも低く、KATC

としてのメリットはあまりなかった。

また、KATC ではタンザニアにおける稲作技術の情報発信基地となることを目指し、”Rice and 

People in Tanzania”を英文で発行した。本技術情報誌は年間 4回発行し、関係機関および研修修了

者に無料で配布した。なお、本ニューズレターは和文でも作成されたが、これは主に専門家が執

筆しており、内容は英文とは異なっている。

5）施設面での整備

プロジェクト期間中に施設面での拡充が進んだ。例えば、フェーズ 1では KATCが保有する 11 

haのうち、2.4haを開田し、教官の実践練習の場とした。

（ ）技術面

本プロジェクトの目的は KATCの機能強化であり、KATCの実施する研修事業そのものが KATC

の教官への技術移転の要素を含んでいる。その意味では研修コースの作り方、研修事業の特性な

ども KATCの機能強化策と位置づけることも可能である。しかし、ここでは KATCの教官の技術

面での強化策に絞って記述する。KATC の実施する研修事業の内容については、次節以降におい

て詳述する。

1）実践重視の教官のトレーニング

KATC 開始当初は、教官は実践の経験が乏しかった。プロジェクトの初期に、教官にコメ作り

の研修テキストを作ってもらったが、理論面を重視しすぎて実践が伴っておらず、研修テキスト

としては不適切であった。そこで、専門家は教官とともに研修プログラム／テキストの作成に取

り組んだ。その過程で、圃場を利用して教官にコメ作りを実際に体験させることが重要であると

考え、KATC の圃場を整備し教官の実践練習の場とした。教官はなかなか自分たちで田圃に入っ

て農作業をやろうとはせず、また、大変な作業は人を雇ってやらせてしまう傾向が見られたが、

こうした作業を 2 年間あまりも行ったことで、教官の実践面での経験が深まった。圃場での作業

を実際にできるようになると教官の自信がつき、そうした教官の指導は、普及員も納得して受け

入れるようになった。

KATCの研修を受けた普及員 11名を対象とした質問票では、全員が KATCでの研修は自分の普

及員としての能力を強化してくれたと回答している。特に強化された点としては、「灌漑稲作の技

術」（9 名）、「圃場での経験」（6 名）、「農民のニーズを理解すること」（6 名）、「農民とのコミュ
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ニケーション能力」（5名）、「農民を組織化すること」（5名）を挙げており、圃場での稲作技術の

実践や農民とのコミュニケーション能力が向上したことを特に評価していることが伺われる。

2）教官および普及員の意識の改革

教官の指導に当たって、とりわけ重視したのは教官の意識の改革であった。フェーズ 1 の事前

調査および開始時に普及・研修担当として派遣された専門家は、普及には農民から学ぶという姿

勢が最も重要であり、そうした意識を教官にも植え付けることが重要だと考えた。これまでは教

官、普及員は、自分たちの方が農民より上であり、自分たちが教えるのだという意識が強かった。

しかし農家には農家自身の経験や知識があり、それらに沿わない技術は受け入れない。農家は常

に周りの農家がどんなことをしているかに関心を持っており、もし近くに住む農家が新しい技術

を試み、それがうまくいけば、その手法を真似し始める。つまり農家の目線で働きかけないと普

及しないものである。こうしたことを、教官・普及員に伝えるように努めた。

3）研修ニーズの把握

フェーズ 1では全国の灌漑稲作関係者が KATCの研修に参加したが、研修参加者の地域の自然

条件や稲作の特性などが不明であり、教官は研修参加者がどのような稲作に従事しているのかよ

くわからなかった。こうした状況の中で研修の効果をあげるには教官が農民の現状・ニーズを把

握することが重要であり、教官への技術移転に当たって専門家はそうした点を重視した。フェー

ズ 1から在籍している教官 11名を対象とした質問票では、専門家から習得した主要なこととして、

「地域のニーズに適合した研修プログラムを形成すること」（10 名）、「研修ニーズを明確化する

こと」（9 名）、「灌漑稲作に有用な情報の収集・提供」（4 名）、「研修技術一般」（4 名）となって

おり、農民のニーズの明確化と、それに基づく研修プログラムの作成を重視していることが伺わ

れる。

農民ニーズの把握とそれに応じた研修コースの作成は研修プログラムの重要な要素となってい

る。農民ニーズの把握状況については、フェーズ 1からいる教官 11名は全てが普及員、農民のニ

ーズを把握していると応えているが、フェーズ 2で新たに採用された教官 10名は、普及員、農民

のニーズがわからないと回答したものが、それぞれ 2 名、1 名いる。普及員のニーズの習得方法

としては、計 21 名中 18 名が「研修コースの中での議論」と回答しており、「現場の視察」の 12

名を上回っている。農民のニーズについても同様の傾向を示しており、単に視察するだけでなく、

実際に議論することの重要性を示している。

4）研修参加者からのフィードバックへの対応

KATC では各研修コースの修了時に研修員全員を対象に調査を実施し、そこで出されたコメン

トに基づき、研修教材の改訂を行っている。
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（ ）財政面

1）KATC農地面積拡大の試み

KATCの収入増大を図るひとつの方策として圃場面積の拡大を図った。KATCの圃場は他の研修

機関と比較したいへん小さく（表 4-5参照）、農作物を生産・販売し収入源とすることが不可能で

あった。そこで近接する NAFCOの農場 1,800haを移管してもらい、そこで生産した農作物を販売

し自主財源にしようと計画した。しかしながら、ケニアのモイ大統領（当時）の関係会社に購入

されてしまい、その計画は実現しなかった。

2）受託研修の実施

タンザニアでは各研修機関が独自に得た収入は Self Help Fund（SHF）として、その機関の裁量

で使うことができる。KATC の場合、農場の生産物収入は僅かなので、主たる財源は受託研修費

となる。そこで KATC は積極的に外部機関からの研修の受託に取り組んでいる。KATC が外部機

関からの委託で実施した研修コースの一部を表 4-6に示す。

表 4- 6 フェーズ１期間中に外部機関からの委託で実施した受託研修コース（抄） 

期間 コース名 州 ｽﾎﾟﾝｻｰ
男性 女性 合計

1997/ 5/ 26～6/ 4 Irrigation Extension Arusha, Tanga, Iringa, Mbeya 18 2 20 RBMSIIP
1997/ 6/ 9～14 Rice Cultivation Kilimanjaro 13 7 20 NAEPII
1997/ 7/ 21～25 Irrigation Scheme Management Arusha, Tanga 18 12 30 RBMSIIP
1997/ 10/ 13～24 Rice Cultivation Morogoro 14 6 20 SUA-TU

1998/ 4/ 6～24 Irrigation Scheme Management
Shinyanga, Dodoma, Tabora,
Mwanza, Singida

24 2 26 SDPMA

1998/ 7/ 6～21 Irrigation Scheme Management Tanga, Kilimanjaro, Arusha 27 5 32 RBMSIIP
1998/ 8/ 3～21 Irrigation Scheme Management Iringa, Mbeya 27 15 42 RBMSIIP
1998/ 9/ 28～10/ 16 Irrigation Scheme Management Tanga, Iringa, Arusha 20 10 30 RBMSIIP
RBMSIIP: River Basin Management and Small-holder Irrigation Improvement Project (World Bank)
NAEPII: National Agricultural Extension Project Phase II (World Bank)
SUA-TU: Sokoine University of Agriculture / Tuskegeensis Project
SDPMA: Small Holder Development Project for Marginal Areas
出典：国際協力事業団、「タンザニア連合共和国 キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画
　　　終了時評価報告書」、平成11年2月、149ページ。

参加者数

3）ローカルコストの負担

タンザニア政府から KATC に対して供与される予算が十分ではなかったことから、プロジェク

トではローカルコストも負担した。例えば、フェーズ 1では研修費用の大半が JICAの事業費によ

って賄われた。構造調整政策の下、人件費（職員の給料）以外の経常経費が全く支払われないと

いう事態も生じたので、プロジェクトによる支出は増大した。
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4. 3. 5 活動の概要 

（ ）研修事業の概要

フェーズ 1で開発した主たる研修コースは以下のとおりである。

普及員    稲作コース
灌漑職員   水管理コース
機械化職員   機械化稲作コース
トラクターオペレーター トラクターオペレーターコース
稲作農民   中核農民コース

表 4-7 に研修コース別の研修修了者数を示す。中核農民コースへの参加者が最も多いことがわ

かる。研修対象地域は全タンザニアであり、似通った灌漑稲作条件を持つ農民、普及員がまとま

って研修に参加できるように 1～3州毎に研修し、プロジェクト期間中に全国を網羅した。

表 4- 7 KATC研修修了者数（1999年 1月現在） 

（ ）フェーズ の研修コースの特徴

以下に、KATCの研修の特徴をとりまとめる。

1）容易で理解しやすい研修

できるだけ普及員や農民にとってわかりやすい研修コースとなるようにした。稲作改善のため

の基本的なメッセージは「登熟の揃った稲に育てる」であり、そのために、「品種を揃える」、「種

子を揃える」、「発芽条件を揃える」、「苗代管理を揃える」、「本田の均平を揃える」、「土壌肥沃度

を揃える」、「稲の栽植密度を揃える」、「水管理を揃える」、「生育を揃える」といった概念を強調

した。「揃っている」かどうかは、目で見てわかるものであり、これは農民にとってわかりやすか

ったと考えられる。例えば、アルーシャから研修に参加した農民は、普及員の支援も得て、研修

後すぐに研修で習った技術の実践を試みた。彼は、水田の区画を同じ大きさに揃えれば、水管理

や施肥を一様に行うことができ収量増加につながるということを習ったので、早速、畦畔を取り

払って区画の大きさを同一化して収量増加を実現した。このように、誰にでも理解し易い稲の見

方を基本にしたことが、その後の普及に貢献していると考えられる。

稲作 中核農民 水管理 稲作
機械化

ﾄﾗｸｰ
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

アゾラ
利用

外部からの
受託研修

合計

1994年 0 0 0 0 0 0 0 0
1995年 18 25 22 0 9 0 0 74
1996年 38 145 19 15 8 0 0 225
1997年 39 127 31 8 21 25 90 341
1998年 30 108 51 16 7 26 130 368
1999年 0 23 0 0 0 0 0 0
出典：国際協力事業団、「タンザニア連合共和国 キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画
　　　終了時評価報告書」、平成11年2月、149ページ。
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2）現場に基づく実践的な研修

研修に際しては、KATC の試験圃場などにおける実習を重視した。例えば、中核農民コースの

場合、講義は全体の 31％にすぎず、48％は実習である（表 4-8）。さらに参加者は新技術の有効性

を自分の目で確認するために、ローアモシ灌漑スキームやその外にある近代的な灌漑施設もなし

に農民が新技術を採用し高収量をあげているところを見学した。

教官を対象とした質問票では 21 名中 20 名が「圃場での実践」が普及員・農民に対して最も効

果的な研修方法であると回答している。続いて普及員に対する研修では、「現地研修会」（16名）、

「研修参加者間の議論」（16名）、「圃場の視察」（15名）が効果的であるとしている。他方、「（教

室での）講義」をあげている教官は 4名のみである。また、農民に対する研修では、「圃場での実

践」に続いて「圃場の視察」（19名）、「普及員との合同研修」（16名）が効果的であるとしている。

ここでも「講義」は 3 名にとどまっており、教室での講義よりも実践的な研修を高く評価してい

ることがわかる。

研修参加者である普及員も質問票に回答した 13 名中 11 名が「圃場での実践」が最も能力強化

に役立ったとしている。続いて「圃場の視察」と「中核農民との合同研修」がそれぞれ 6 名とな

っている。ここでも「講義」や「研修テキスト」を挙げたのは、それぞれ 3 名、2 名にすぎず、

普及員の側からも実践や現場を見ることが能力強化に重要であると考えていることがわかる。

農民も同様である。レキタトゥ（Lekitatu）、モンボ、ムウェガの中核農民計 53名中、45名が「圃

場の視察」が最も効果的な研修コンポーネントであったと回答している。続いて「研修参加者間

の議論」（44名）、「圃場での実践」が 43名となっている。その他には「普及員との合同研修」（38

名）、「研修テキスト」（37名）が挙げられている。

3）研修の枠組みの中での普及

フェーズ 1 では活動のひとつに「普及方法の改善」が記されていたが、カウンターパートは研

修局であり、普及活動にあまり関心を示さなかった。そこで、プロジェクトでは、普及員を対象

とした稲作コースの中で普及改善計画を作成するなど、研修という枠組みの中でできるだけ普及

に接近する努力をした。

4）展示圃の設置の重視

研修を受けた普及員・農民から技術が他の農民に波及していく過程では、農民が目で見ること

のできる展示圃を通じた方法が有効であると研修では指導した。普及員が場所や機材がない場合

には、中核農民の土地を用いて作るように指導した。その展示圃も、小規模なデモンストレーシ

ョン・プロットで十分であるとした。また、普及に当たっては、灌漑スキームの全農民をいきな

り対象とする必要はなく、新技術の導入に積極的な農民を 10人程度選抜し、そうした人々を主た

る対象に指導を行えばよいと指導した。

展示圃の設置は実際に有効な手法である。レキタトゥでは研修修了後、水路毎に 5 つの展示圃
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を作り、中核農民がそこでの作業を担当した。また展示圃の大きさは農民が自分の圃場に換算し

やすいように 0.5エーカーとした。また、コログウェ（Korogwe）県クウェマザンドゥ（Kwemazandu）

でも、研修に参加した中核農民が自分の農地を展示圃として他の農民への技術移転の場とした。

また、モロゴロルーラル（Morogoro Rural）県のムキンド（Mkindo）では隣接するディホンボ

（Dihombo）村への技術移転が進んでいるが、その一端を担っているのがディホンボ村の圃場に

作られている展示圃である。その展示圃はムキンド村の中核農民が出向いて作業を行っている。

5）合同研修の実施

普及員と農民とが合同で研修を受ける合同研修（中核農民コース）を実施した。これは、事前

調査のときにタンザニア側の関係者から「政府職員だけでなく農民も研修に参加しなければ研修

成果は発揮されない」というコメントがあり、実施することになったものである。当初はうまく

いかないのでは、という意見もあったが、中核農民コースに参加した普及員からは賛成意見が強

かった。本プロジェクトに参加した専門家は、合同研修はたいへん有効な研修方法であると高く

評価している。合同研修の詳細については、後述する。

6）地元で作成できる教材作り

研修に当たっては、一般に利用できる資機材を用いた。例えば、ビデオなど普及の現場で使え

ない機材は利用せずに、代わりにポスターなどを用いた。

（ ）中核農民コースの概要

ここではフェーズ 1 で実施した研修コースのひとつである中核農民コースについて、その概要

を取りまとめる。中核農民コースの研修期間は当初は 2週間であったが、1997年度からは 3週間

となった。一回の研修で概ね 25名を対象とし、年間 6回実施した。農民の募集と選考については、

フェーズ 1 開始当初、専門家がカウンターパートとともに全国を回って中核農民を探すように努

めたが、どのような農民が該当するのか容易には把握できなかった。そこで、普及員に地域の中

核農民になりうると思われる人々を選んでもらうことにした。具体的には、KATC において最初

に普及員に対して研修を行い、その中で中核農民の選定基準について普及員と議論し、その選定

基準を満たす農民を選んで連れてきてもらった。その際に提示された中核農民の選定基準（イメ

ージ）を以下に示す。

・技術があり、先進技術に興味がある
・読み書きができる
・自分の水田を所有している
・知識を他の農民に伝えることができる
・ある程度資金を持っている

5 本節の内容はキリマンジャロ農業技術者訓練センター計画 ニューズレター「タンザニアの稲と人々」第 4 号
（1997年 6月）、第 6号（1997年 12月）、第 11号（1999年 3月）に基づく.
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・地域の稲作改善にともに取り組む意欲を持っている
・普及員だけでなく村人や村のリーダーからも信頼されている

普及員は自分の担当する灌漑スキームにおいてその選定基準に基づき 3 名の中核農民を選び、

中核農民とともに KATCで再度研修を受けた。合同研修では中核農民の灌漑稲作技術が向上する

だけでなく、研修期間中、普及員と農民は起居をともにすることから、両者の間のコミュニケー

ション・信頼関係が向上し、灌漑スキームに戻った後での波及活動を共同で推進していくことが

期待された。他方、普及員も、中核農民とともに研修に参加することで、農民との連帯感や地域

のリーダーとしての自覚を高め、地域事例の紹介、研修内容の理解を高めるための助言、英語の

スワヒリ語への翻訳や方言での助言、講義や実習での講師として協力することが期待された。表

4-8に中核農民コースの詳細を示す。

表 4- 8 KATCフェーズ 1 中核農民コースの概要 

Subject Topics
Lecture Practice Others (%)

Rice varieties and seeds
Rice cultivation practices
Processing and storage
Farmers' groups and meetings
Extension teaching methods
Farm record keeping
Family nutrition
Health hazards
Tertiary unit water management
Irrigation system management
Water user's association

Agricultural
machinery

Introduction and utilization of agricultural
machinery

2 2 0 4 (10)

Study trip and
farm visits

0 0 9 9 (21)

13 20 9 42
(%) (31) (48) (21) (100)

出典：KATC Information Booklet on Training Courses 1999/2000.
注：１Unitは1.5時間に相当する。

5

2 (17)705

04

1409

4

(33)

Total

Method (Unit) Total

Water
management

Agricultural
extension

Rice cultivation

(19)8

（ ）巡回指導と現地研修会

フェーズ 1は 1999年に終了する予定であったが、終了時評価の結果、研修修了者の巡回指導と

現地研修会がまだ実施されていなかったことから 2 年間延長されることとなった。現地研修会は

KATC の当初計画には含まれていなかったが、現場での普及活動を支援する研修活動を試みると

いうことから新たに追加されたものである。巡回指導では研修参加者のパフォーマンスの評価と

KATC での研修がどれほどニーズに合致しているかを審査することを目的として実施された。巡

回指導と同時に実施された現地研修会では、2年間で 557名の農民、48名の普及員が研修を受け

た。

6 本節の内容はキリマンジャロ農業技術者訓練センター計画 ニューズレター「タンザニアの稲と人々」第 14号
（2000年 4月）に基づく。
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KATC での研修はできるだけ栽培環境の似通った州ごとに参加者が集められたが、それでも参

加者の置かれている状況は多様であることが判明した。このため、研修では実践的な内容を目指

していたものの、その内容は一般的で基礎的にならざるを得ず、地域特有の課題には必ずしも対

応し切れていたわけではない。こうしたギャップを埋めることも現地研修会の目的であった。ま

た、KATC の研修が効果的にコメ生産と稲作農家の生活レベルの向上に寄与するには、点として

タンザニア各地に散らばる研修修了者の活動とその波及効果が、面的に広がっていくような方策

が必要であり、その手段としても位置づけられていた。現地研修会の概要を以下に示す。

対象者： 稲作農民と普及員合わせて 30名（1ヵ所当たり）
期間： 5日間
内容： 第１日 問題分析 問題の洗い出し、絞込み。

第 2～4日 研修セッション 各セッションの課題は具体的な問題とし、
講師は原則として研修修了者（普及員または中核農民）が担
当し、研修場所は可能な限り圃場とした。

第 5日 アクションプラン作り 普及員と農民が取り組むべき具体的
方策を決め、参加者全員が合意する。

この現地研修会は農民から高い評価を得ている。例えば、レキタトゥの農民は現地研修会が実

施されたことで、農民は KATCでの研修で聞き損ねたところを習得することができたとともに、

その後の実践の過程で生じた問題について教官に尋ねることができたとコメントした。また、習

得した技術を実践しているところを KATCの教官に見てもらうことは励みになるというコメント

もあった。レキタトゥの農民（21 名）を対象にした質問票では、現地研修会に参加した 17 名中

12名が現地研修会の方が、KATCでの研修よりも有効であったとしている（反対の意見が 4名、

未回答が 1 名）。現地研修会が有効である要因としては、15 名が「多くの農民が参加できる」こ

とを挙げている。また「提示される技術が現地のニーズにあっている」（9名）という意見もあっ

た。

普及員もフェーズ 1 およびフェーズ 2 で実施されている現地研修会の重要性を指摘している。

灌漑スキームの普及員 12名全員が、現地研修会は技術の波及において重要であったと評価してい

る。現地研修会が KATCでの研修より優れている点として「多くの農民が実際に稲作灌漑技術を

見れること」（10名）、「農民が他の農民の経験から学ぶことができること」（10名）を挙げている。

その他、「地域のニーズが反映されること」（7名）という回答もあった。

4. 3. 6 アプローチのレビュー 

フェーズ 1 のフォローアップ期間中に実施された現地研修会で、フェーズ 1 で研修を行った灌

漑スキームの中で、研修技術が波及しているところは決して多くはないことが明らかとなった。

その原因のひとつとして、研修に参加した農民や普及員が研修で学んだ事柄を自分では実践して

いても、他の農民には伝えていないことがあげられた。また、中核農民の選定の仕方にも問題が

あることが判明した。例えば、ある地域では普及員の親戚だけを中核農民として連れてきたとこ

ろや、KATC が女性農民の参加を促すと自分の妻を連れてくるところもあった。他方、研修終了

後に他の農民に対して報告会を行い、継続的に学習会を組織している地域もあり、そうしたとこ



77

ろでは、稲作技術が大幅に改善していた。

このように、巡回指導・現地研修会を通じてフェーズ 1の概略的なレビューはなされたものの、

フェーズ 1 の成果・アプローチを評価する体系的なレビューはなされていない。KATC の教官も

専門家も、フェーズ 1 においては中核農民の選定基準に技術の波及にかかる中核農民の役割が考

慮されてはいたものの、普及員・中核農民から他の農民へ波及していく過程を確保するメカニズ

ムは必ずしも確立されていなかった、と考えている。

調査団はフェーズ 1研修に農民と普及員を派遣した 6つの灌漑スキームを訪問した7。その結果、

レキタトゥ、クウェマザンドゥ、ムキンドでは研修を受けた技術が他の農民にも波及しているが、

モンボ、マヘンゲ、ムウェガでは、フェーズ 1 の研修を受けただけではあまり技術が波及しなか

ったことがわかった8。こうしたことから、フェーズ 1のアプローチ（合同研修と現地研修会）を

用いても成果の出る場合とそうでない場合とがあることがわかった。

技術が波及するかどうかの要因のひとつに、中核農民の選定プロセスが関係していると考えら

れる。技術が波及した灌漑スキームでは、普及員が事前に農民を集め、数名の農民が代表して

KATCに研修を受けに行くこと、その農民はKATCの推奨する選定基準に基づいて選ばれること、

その農民は研修終了後に他の農民にもその技術を伝える役目を担っていること、を伝えていた。

従って、他の農民は中核農民が帰ってきたときに技術を教えてもらうことを期待していた。この

ようなプロセスを経て中核農民が派遣されたスキームでは、その後の技術波及が見られたようで

ある。

こうした要因は技術が波及するための必要条件のひとつに過ぎない。その他の要因としては、

水管理ができること（ムウェガでは水管理を行えなかったために、研修で習得した技術を利用す

ることができなかった）、優秀な（理解力に富み、且つ行動的な）普及員の存在、強力な農民組織

の存在、県行政の継続的支援などが挙げられる。

4. 4 フェーズ 1からフェーズ 2への移行 

4. 4. 1 フェーズ 1の終了 

フェーズ 1は 2001年 6月末をもって終了した。7年間で実施した研修コースは 70、研修修了者

は 1,428名であった。研修修了者は当初の目的どおり全タンザニアをカバーした。1999年 1月に

行われた終了時合同評価によると「研修実施を通じてカウンターパートの能力（ニーズ調査、研

修計画立案・実施、カリキュラム・教材作成）」が、独自に研修コースの運営を支障なく行えるま

でに向上したことは高く評価されるものである。またその結果、KATC の灌漑稲作研修機関とし

7 6 灌漑スキームはアルーシャ（Arusha）県レキタトゥ（Lekitatu）、コログウェ（Korogwe）県モンボ（Mombo）、
同県クウェマザンドゥ（Kwemazandu）、同県マヘンゲ（Mahenge）、モロゴロルーラル（Morogoro Rural）県ムキン
ド（Mkindo）、キロサ（Kilosa）県ムウェガ（Mwega）である。
8 モンボとムウェガはフェーズ 2のモデルサイトに選定され、既に現地研修が何度も実施されていることから、現
在は技術が波及している。また、ムキンドには農民研修センターがあり、FAO やインドネシアのサポートにより
様々な活動が実施されている。従って、ムキンドにおける技術の波及に KATC の研修がどれほどの役割を果たし
たかは不明である。
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ての機能は向上したと認められる。」と評価されている。

4. 4. 2 フェーズ 2の目的とアプローチ 

フェーズ 1では灌漑稲作技術の研修機関である KATCを立ち上げるという目的は達成したが、

こうした研修活動を行うだけでは、農家に必ずしも技術が伝わらず、農家の収量増加を実現する

ことができなかった。そこで、実際に農民が受け入れられるような研修パッケージを開発するこ

とを目的としてフェーズ 2プロジェクトが実施されることとなった。このように、フェーズ 2に

おいてはより現場に密着した形で KATCの研修能力の強化を図ることが目標となっているが、フ

ェーズ 2も普及を直接的に目標としたプロジェクトではないことに留意する必要がある。

なお、本プロジェクトがフェーズ 2として継続された背景として、当時 KATCはタンザニアに

おいて日本が実施する唯一の農業分野におけるプロジェクト方式技術協力案件であったこと、タ

ンザニア側が農業・協同組合省を 3つに分割（2000年 11月）し、農業・食糧安全保障省が KATC

をより注視できるような体制になったこと、が関係者から指摘されている。また、フェーズ 2 の

協力形態の選択肢として、他ドナーと協力する（当時、タンザニアでは農業セクター開発プログ

ラム（ASDP）が策定されつつあった）、プロジェクト方式技術協力ではなく専門家派遣にする、

ソコイネ農業大学（SUA）や KATRINなどの他の研究機関と連携するなどの可能性が検討された。

しかし、他ドナーとは灌漑開発だけでなく稲作そのものに対する考え方が異なったこと、研究機

関は壊滅的な状態であったこと、SUAもそこまでやる気はなかったこと、などの理由でいずれも

実現しなかった。

また、フェーズ 2 の実施に際して、フェーズ 1 で問題となっていた事項への対応について日本

側とタンザニア側とで協議を行った。その結果、タンザニア政府はより多くの予算を KATCに割

り当てること、一部の KATC教官の異動、教官の増加などがなされることになった。

（ ）モデルサイト・アプローチの採用

フェーズ 2 ではモデルサイト・アプローチが採用された。モデルサイトの位置づけとして大き

く 2点挙げられる。第 1は、新たな研修手法の確立、研修効果の有無を評価するという位置づけ

であり、そのために、タンザニアの多様な自然･社会経済条件を反映してモデルサイトが設定され

ている。プロジェクト目標ならびに上位目標の指標として、モデルサイトおよび周辺地域の単収･

所得率の増加が挙げられているが、これはプロジェクトにおいて面的展開を直接的に目指すとい

うよりは、農民に受け入れられる研修パッケージが開発されたかどうかを計るものである。

第 2 はモデルサイトを灌漑稲作栽培のショーケースとすることである。モデルサイトへの技術

移転が成功すれば、KATC のノウハウはモデルサイト内に蓄積されることになる。モデルサイト

で KATCの推奨する技術が使用される限り、スキーム内の一般農民も周辺の灌漑スキームも間接

的に KATC の研修内容、灌漑稲作栽培技術にアクセスできる。これは農民および県が必ずしも

KATC に依存しないで、生産現場レベルでの内発的な技術波及を可能ならしめる方法である。長

期的には、予算面をはじめ様々な制約がある KATCの研修を補完し、フェーズ 2プロジェクトの
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上位目標の達成に貢献すると考えられた。

こうしてモデルサイト・アプローチを採用することとなったが、日本側はモデルサイトとして

6 ヵ所程度を提案したようである。この程度の数であれば、プロジェクト期間中に確実に技術移

転を行うことができると考えたからである。他方、タンザニア側はプロジェクトの対象地域をで

きるだけ多くするという観点から、約 40の灌漑スキームを対象とすることを提案した。タンザニ

ア側は対象とするサイトの数が少ないことに難色を示したが、最終的には同国の 6 つの灌漑ゾー

ンからひとつずつ選ぶこととなった。

（ ）農民間普及アプローチの採用

フェーズ 1 では、全国の灌漑スキームの技術者を中心に研修を行ったが、各県においては普及

員のサイトへの交通手段さえ担保できず、灌漑稲作技術は期待していたようには普及しなかった。

フェーズ 2では、灌漑スキームにおける稲作の生産性の向上がプロジェクトの目標となっており、

県や村による普及サービスが限られる中でも、目標を実現する方策として、農民間普及（farmer to 

farmer extension）アプローチが採用されることとなった。

4. 5 フェーズ 2 プロジェクトの実施 

4. 5. 1 モデルサイト・アプローチ 

（ ）モデルサイトの選定

KATCはショートリストに記載された 40の灌漑スキームから普及員・スキームマネージャー・

農民リーダーを招聘し、KATC で研修を行うとともに、各スキームについての情報を収集した。

KATCがモデルサイトの選定基準案を作成し、40スキームを所管する全ての県にその基準案を送

付した。KATC で作成・提案した選定基準案は以下のとおりである。ハード面（①～③）の配分

が高いのは、本プロジェクトでは灌漑施設の補修、道路建設などのハード整備は実施しないので、

予めそうした条件が整っているところを対象としたこと、および農民や県の意欲や姿勢で変更で

きる点（⑥、⑦）はプロジェクトの実施を通じて必要であれば変えられると考えたからである10。

① 灌漑水の有効性（25点）：水源が Permanent Riverか Seasonal Riverか。水利権は
十分か。水は通年採水できるか季節的か。他の地域との水競合があるか。

② サイトへのアクセス状況（10点）：道路が通年交通可能か。近くの町まで近いか。
バスが走っているか。

③ 灌漑施設の状況（20点）：灌漑施設のタイプは。堰のタイプと現状は。水路のタ
イプと維持状態。分水工や導水口の状態。排水路や農道の有無と状態。

④ 農民・農民組織・スキーム関係者・県政府の動き（12点）：どの程度会合を持っ

9 本節および次節の内容は「キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画フェーズ II 運営指導調査（中間評価）
に係る事前資料」（2004年 3月）を参考にしている。なお、運営指導調査は、2004年 5月に実施された。
10 キリマンジャロ農業技術者訓練センターフェーズ 2 ニューズレター 「タンザニアの稲と人々」第 1号。
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ているか。県職員が良く訪問しているか。スキームの維持管理に農民がどの程度
参加しているか。

⑤ 県政府の支援策（8点）：支援策。予算の令達。研修予算はあるか。展示圃などの
予算はあるか。

⑥ 村落普及員や灌漑オフィサーは配置されているか（10点）
⑦ 農民組織の参加率と活動状況（10点）
⑧ 農民組織の中でジェンダー配慮がされているか（5点）

その後、40 スキームを所管する県の行政長官、ゾーナル灌漑技術者、農業・食料安全保障省、

大統領府、協同組合省、JICA、KATC からの参加者 58 名によって、1）モデルサイト選定基準の

決定、2）モデルサイト候補の決定を目的として、2日間に亘るワークショップが開催された。ゾ

ーン毎の協議で基準項目の重み付けを行ったため、KATC の独自の重み付けによるモデルサイト

候補とは異なった結果が出たゾーンが 4 ヵ所あった。ワークショップの結果を重視したモデルサ

イト候補の選定であった。約 1 ヵ月後に合同調整委員会が開催され、モデルサイト候補地がモデ

ルサイトとして選定された。選定されたモデルサイトは以下のとおりである。

キリマンジャロゾーン モンボ（Mombo）
モロゴロゾーン ムウェガ（Mwega）
ムトワラゾーン ナカフガ（Nakahuga）
ムベヤゾーン ムブユニ（Mbuyuni）
ムワンザゾーン ンドゥグティ（Nduguti）
タボラゾーン ムワマプリ（Mwamapuli）

なお、ムウェガは日本の無償資金協力で灌漑スキームが建設されており、そのフォローアップ

を行うということも考慮されてモデルサイトに選定されたようである。

（ ）モデルサイトでのアプローチ

フェーズ 2では、各モデルサイトにおい

て農民間普及を基本とするアプローチを

採用している。そのコンセプトを図 4-2に

示す。

ステップ 1：活動計画の作成（Baseline 

survey and planning）

 全ての研修プログラムの出発点という

位置づけであり、6ヵ所のモデルサイト 図 4- 2 フェーズ 2アプローチのコンセプト 

において PLA/PRA手法を用いた調査を    出典：KATC NEWS Vol ume 1 I ssue 1,  Jul y- December  2003

11 本節は KATC Website（http://katc2.jmfi.com/）およびプロジェクト資料 KATCⅡプロジェクト進捗状況報告（2003
年７月）に基づいて作成した。
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実施する。同調査で明らかにされたニーズに合わせて活動計画が策定される。ベースラインサー

ベイの目的は、詳細な研修ニーズを把握すること、ベースラインデータを集めること、農民が各

サイトでの活動に参加することを自ら求めるようになるような状況を作り出すこと、などである。

ステップ 2：KATCでの研修（Group Training Course）

本ステップでは、各サイトのニーズに合わせて作成されたカリキュラムに沿って､村落リーダー、

普及員、中核農民、灌漑スキーム技術者、水利職員を対象とした集合研修を KATCにおいて実施

する｡研修の内容としては、基礎的な灌漑稲作栽培法、農具の改良法、水管理法、普及方法、米の

生産性向上のための基本的計画の立案などである。

ステップ 3：各サイトでの現地研修（Field Training Courses）

稲の成長段階に合わせて各サイトにおいて 3回（耕耘前､出穂前､収穫期）現地研修を実施する｡

研修の対象は中間農民にまで広げられるが、KATC で集合研修を受講した普及員、中核農民が現

地研修のサポートを行う。このステップの目的は、中間農民が灌漑稲作の基本的な知識を習得す

ること、中核農民が普及員とともに農民のトレーニングを実行すること、中間農民が一般農民の

指導方法を学ぶことである。

ステップ 4：フォローアップ（Follow up extension activities）

普及員･中核農民が主体となった試験圃場､展示圃場の設置や現地検討会の開催にかかる支援を

通じて､研修で得られた知見が地域農民に普及することを図る｡また､適切な指導･助言が行えるよ

う､普及員の活動状況をモニタリングする｡

ステップ 5：モデルサイト全体への波及（Dissemination to other farmers）

集合研修、現地研修で得られた知識・技術が、中核農民・中間農民らによって他の農民に波及

するステップである。モデルサイト全体に技術が波及し収量の増加がもたらされることが期待さ

れる。

4. 5. 2 普及のアプローチ：全般について 

（ ）普及のロジック

本プロジェクトの目標は「KATC の研修を通じてモデルサイトの米の生産性が向上する」であ

り、モデルサイトとなっている灌漑スキーム内がプロジェクトの直接的なスコープである。これ

を受けて、中核農民から中間農民、さらには一般農民までのロジックが確立されており、同目標

が達成される可能性は高いと考えられる。

他方、プロジェクトの上位目標は「KATC の研修が実施された地域およびその周辺地域におい

てコメの生産性が向上する」であり、周辺の灌漑スキームへの波及が含まれている。そこで、本

プロジェクトでは灌漑スキームを超えた技術の波及をも視野に入れた活動を行っている。例えば、
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県、ゾーン灌漑オフィスとの協議、Field Dayへの他の灌漑スキームの農民の招聘などである。こ

のように上位目標の実現に向けたロジックが検討され、実際にそのロジックの実現に向けた活動

をプロジェクトの中で行っていることは高く評価されるべきである。しかしながら、モデルサイ

トである灌漑スキームを超えた技術の波及については、本プロジェクトの枠組みの中で本格的に

行うには限界があるという見方を日本側もタンザニア側もしている。

（ ）参加型とコストシェアリング

灌漑稲作は個別栽培技術の普及だけでなく、灌漑スキーム全体での組織的な活動が必要である。

そこで、灌漑スキームの運営に対し、多くの農民が積極的に参加することがたいへん重要であり、

フェーズ 2 ではプロセスを重視した参加型アプローチを採用している。こうした農民の組織的な

活動の強化は、KATC における研修だけでは困難であり、現地研修会での活動を通じてその実現

を図っている。

また、プロジェクトのその他の局面でも参加型手法が導入されている。例えば、ベースライン

調査では PLA/PRA手法が採用されており、その中で農民が中心となって灌漑スキームの現状や問

題を分析し、その改善・解決を図るための実行計画を立案するようにしている。また、モデルサ

イトから周辺のスキームへの技術の波及には、多くのステークホルダーの関与が必要であり、プ

ロジェクトでは、こうしたステークホルダーの参加を積極的に働きかけている。主たるステーク

ホルダーとしては県行政長官（DED）、県農業牧畜開発オフィサー（DALDO）、ゾーン灌漑オフィ

サー（ZIO）、村落普及員（Village Agricultural Extension Officer: VAEO）、灌漑技術者（IT）などが

あげられる。こうした働きかけの結果、県が積極的に関与しているモデルサイトも見られる。例

えば、ナカフガ・モデルサイトのあるソンゲア（Songea）県では、農民の稲作技術の向上による

所得の増加は、県にとっても税収の増大につながるとして、プロジェクトを積極的にサポートし

ているとのことである。

また、農民やステークホルダーの援助への依存心の高まりを防ぎ、かつプロジェクト費用の低

減を図るために、積極的に受益者のコストシェアリングを図っている。例えば、モデルサイトで

研修を行うに当たって、KATC は各村に食材の一部や調理人、薪の準備を依頼している。また、

県に対して、他のスキームの農民が現地研修に参加する費用を負担するように求めている。こう

したコストシェアリングについて、専門家は団結して臨んでいる。

（ ）技術普及における普及員の役割

本プロジェクトにおいて KATC は普及員の積極的な関与を図っている。その理由として、第 1

に既存のシステムを活用することは重要であり、草の根レベルで普及を行っていくには普及員は

非常に重要な役割を担っていることがあげられる。第 2 に、プロジェクトの活動を通じて、普及

員が活動しやすくなると考えられることである。すなわち、農家が自主性を持って活動してくれ

ば、普及のポイントがはっきりして普及員がサポートしやすくなると考えられる。また、農民が

グループ活動をすれば、個別に対応するよりはアクセスがしやすくなる。
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調査団が訪問し、質問票を通じた調査を行った灌漑スキームにおいては、普及員による農民サ

ポートは高い評価を得ている12。レキタトゥ、ムウェガ、モンボの中核農民（一部中間農民を含む）

を対象とした質問では、63 名中 56 名が普及員のサポートは有効であるとしている（有効でない

と答えたのは 1名で、残る 6名は未回答）。普及員の訪問頻度は高く、1ヵ月に 1回以上が 48名、

2～3 ヵ月に 1 回が 12 名で、それより頻度が落ちるという回答はなかった。どのようなサポート

が有効かという質問に対しては、「灌漑稲作に関する技術の指導」が 60 名で最も多く、「農業機

器・機材の使用法の指導」が 45名、「他の圃場に関する情報の伝達」が 33名、「市場情報の伝達」

が 23名であった。その他、「肥料、殺虫剤の使い方」、「種子の選別」などの回答もあった。「市場

情報」はモンボでは 19名と多かったが、他のところでは少なく、普及員によって大きなばらつき

があることが伺える。

（ ）現地研修

モデルサイトでの現地研修は、実習を主として一作期に 3 回（田植え前、生育期、稲刈り時）

行っている。加えて収穫後に、評価・モニタリングを目的に研修会を実施する。こうした活動を

2作期継続して実施する予定である。2作目以降は簡単なフォローアップとなる予定である。それ

ぞれの現地研修は 5日間にわたって実施される。

例えば、モンボでは、第 1作目について以下のスケジュールで現地研修が実施された。

 2003年 9月 第 1回（田植え前）
 2004年 2月 第 2回（生育期）
 2004年 3月 第 3回（稲刈り時）
 2004年 4月 第 4回（モニタリング）

現地研修では中核農民 20名と中間農民 100名を対象にするが、全員を対象に講義、実習を行う

ことは困難なので、30 名（中核農民 5 名、中間農民 25 名）のグループを 4 つ作り、それぞれの

グループに対して普及、稲作、営農、水管理の各セクションが講義・実習を実施する。受講者が

ローテーションすることで、月曜日から木曜日までの 4 日間で一通りのことが習得できるように

なっている。最終日の金曜日には、全員を集め、研修の評価、次回の研修内容の確認など全体に

関する活動を行っている。表 4-9に 2003年 7月にナカフガで実施された第 1回現地研修の概要（月

曜～木曜）を示す。当時、ナカフガでは田植えの準備段階であり、耕起、苗代準備が行われてい

た。

現地研修会は、第 1 作目については 1 回平均約 3,000 ドルのコストがかかっている。その内訳

は、おおよそ 4割が教官への Daily Subsistence Allowance（DSA）の支払い、ガソリン代 3割、参

加者の昼食代 2割、文具など 1割であり、現地研修会の現場で使う費用はそれほど多くはない。

DSAの金額はドナー間の合意に基き、MAFSの規定に従っている。DSAがかさむ要因としてモデ

ルサイトの位置が KATCから遠く訪問に日数がかかること、KATCの 4つのセクションから 1名

12 質問票は普及員経由で農民に配布されたので、普及員に関する農民の評価にはバイアスがあるかもしれない。
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ずつ計 4 名の教官が現地研修に参加すること、などが挙げられる。なお、現地研修会に赴く専門

家は基本的に毎回 1名である。第 2作目以降では、タンザニア農業を取り巻く環境に受け入れら

れるべく、現地研修会のコスト削減に取り組んでいる。

表 4- 9 KATCフェーズ 2のモデルサイトにおける現地研修会事例（ナカフガ、2003年 7月） 

セクション 形態
普及 農民間普及の概要説明 講義

展示圃の利用方法 講義演習
普及活動のための参加型計画作成、
実施、評価 講義演習

KATC2のコンセプトとアプローチ 講義

稲作 稲に関する基礎知識 収量構成要素、稲の生態、生育期、品種特性 講義

基礎的な栽培技術 種籾準備、苗代の準備および播種 実習

稲作に関する特別な技術
品種の紹介、有機肥料、種子生産、栽植密
度、肥料の割合と施肥時期、アゾーラの利用
方法

実習

営農 ファームマネジメントの基礎知識 労働スケジュール、労力管理、営農記帳、生
産コスト、収入と収益 講義

基礎的な圃場管理技術 圃場準備、栽培管理 講義・
実習

圃場・営農での特別な技術 除草機の作成、簿記、デモンストレーション
の方法

講義・
実習

水管理 水利組織の強化 資金の管理方法（水利費など） 講義
灌漑施設の維持管理 コンクリート分水工の作成 実習

データ収集のための活動 百葉箱の設置、減水深計の設置、流量観測、
排水計画および維持管理計画の確認 実習

出典：キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画フェーズ2　ニュースレター「タンザニアの稲と人々」
　　　第13号（2003年9月）

研修内容

（ ）透明性の高いアプローチ

本プロジェクトの特徴のひとつに、研修や普及にかかるプロセスをはじめから明らかにするな

ど、透明性が高いことが挙げられる。例えば、中核農民や中間農民の選定基準が予め明確にされ

ており、選ばれる農民だけでなくその他の農民もそのことを知っている。コストシェアリングや

インプットなどの供与の方針も明確である。このようにそれぞれの活動が予め綿密に計画されて

おり、それがカウンターパートに周知されている。従って、プロジェクトが今後どのように展開

していくかがわかりやすく、先を見据えた活動が可能となる。

（ ）ジェンダーの視点の重視

フェーズ 2 プロジェクトにおいては、とりわけジェンダーの視点を重視した。タンザニアにお

いては、一般に女性の労働時間が男性と比較して多い傾向にある。フェーズ 2 のモデルサイトの

ひとつであるモンボでのベースライン調査では、稲作作業における男女の役割分担はそれほど差

がなかったものの、きつい田植え作業は女性が実施していること、家事労働の大半を女性が担っ

ていることが明らかになった（表 4-10）。ンドゥグティ・モデルサイトのあるムワンザゾーンでは

男尊女卑の傾向はより強いとのことであり、ジェンダーによる労働格差はこれ以上に大きいと推

測される。
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その中で本プロジェク

トの推奨する基本技術を

遵守して稲作を行うよう

になれば、女性の作業量が

増大することが懸念され

た。しかしながら、調査団

の農民との面談では女性

からの不満を聞くことは

なかった。これは以下の理

由によるものと考えられ

る。第 1にプロジェクトで

は簡易除草機（手押し式）

など容易に製作できる道

具の使用を奨励し、実際に

その製作にかかる研修も

行っていることである。除

草作業は稲作で最も骨の折れる作業であり、これまでは女性がその作業を行ってきた。しかし、

簡易除草機の導入・改良により、男性がその仕事を行うようになり、女性の作業量の軽減につな

がった。一般に農機具が手作業に取って代わると、男性がその仕事に従事する傾向があるとのこ

とである。第 2 は研修においてプロジェクトがジェンダーの視点を強調していることである。そ

の結果、女性が働いている間、男性が子供の面倒を見るといった事例が出てきている。第 3 は新

技術の導入で単収が少なくとも 2倍にはなり、収入も大きく増大したことである。第 4に、収入

が増加したことで、繁忙期には人を雇うことも可能になったことである13。

4. 5. 3 農民間普及 

本節では、フェーズ 2で採用している農民間普及の方法について説明する。

（ ）中核農民の選定と技術移転

はじめに普及員を KATCに招聘し、研修を行うとともに 20人の中核農民の選定基準およびその

プロセスについて説明した。普及員は、灌漑スキームに戻り農民を集めて中核農民の選定基準お

よびその役割について説明した。その後、普及員と選定された中核農民とが KATCにおいて研修

を受けた。中核農民の選定基準は以下のとおりである。

① 各ブロック・村からの代表であること
② 読み書きができること

13 但し、これらの「理由」は、男性も同席している面談で得られた情報やコメントに基づくものであり、女性た
ちが批判的な本音を述べていなかった可能性もあるので、その点に留意する必要がある。

作業 男性 女性 子供 雇い人 機械
稲作作業 整地 ● ●

耕起 トラクター
代掻き ● ● ●
苗床準備 ● ●
種まき ● ● ●
除草 ● ● ● ●
田植え ● ●
施肥 ● ●
化学肥料 ●
鳥追い ●
収穫 ● ● ●
搬出 車、自転車
マーケティング ● ●
貯蔵 ●

家事労働 料理 ●
育児 ●
水汲み ● ● 水を購入
焚き木集め ●
洗濯 ●
清掃 ● ●
病気の治療 ● ●
家の修理 ●

出典：キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画フェーズ2　
　　　ニュースレター「タンザニアの稲と人々」第6号（2002年11月）。

表4- 10　Mombo灌漑スキームにおける性別役割作業（稲作、家事労働）
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③  2年間以上に渡って稲作に取り組んでいること
④ 他の農民に技術を移転できること
⑤ 他の農民と協力できること
⑥ 先進的な農民であること
⑦ スキーム内に居住していること
⑧  15歳以上、64歳以下であること
⑨ ジェンダーのバランス（男女半々）
⑩ 農民組織で活発に活動していること
⑪ スキームのメンバーあるいはスキーム委員会の大多数から推薦を受けること
⑫ 県行政長官（District Executive Director: DED）の承認を得ること

また、中核農民の役割として以下が明確に示されている。

① KATCで学んだ事柄を中間農民に伝えること、その際自分の水田を学習のための
実証圃として使うこと 

② 一人の中核農民が 5人の中間農民を組織し、グループ学習会を行うこと 
③ 立毛検討会や Field Day等を普及員とともに実施すると 
④ 中間農民と定期的に会合を持ち、彼らの相談にのったり問題解決に手を貸したり
すること 

⑤ 普及員や灌漑技術者と連携し、スキームでリーダーシップを発揮すること 
⑥ 普及員に定期的に活動を文書で報告すること 
⑦ 中間農民から提出されるチェックリストを普及員にまとめて提出すること

調査団が中間農民に対して行ったヒアリングでは、中核農民の選定は公正に行われたようであ

る。ムウェガでは、中間農民は中核農民になることを希望している（KATC で研修を受けること

ができ、新技術によりアクセスしやすくなるので）が、選ばれた中核農民はすべて中核農民にふ

さわしいとのことであった。専門家も中核農民はそれに適した人材が選ばれていると評価してい

る。

（ ）中核農民から中間農民への技術移転

それぞれの中核農民が 5名の中間農民を選定した。選定に当たっては KATCがその選定基準を

示した。中間農民の選定基準は以下のとおりである。

① ジェンダーのバランス（自分を含めて男女半々）
②  15歳以上、64歳以下であること
③ 稲作に十分取り組んでいること
④ 他の農民への技術移転に前向きで、実践できること
⑤ 先進的な農民であること
⑥ スキーム内の家庭の一員であること
⑦ 中核農民によって選定され、スキームのリーダーと村落普及員によって承認され
ること

中間農民の役割も以下のように明確に示されている。

① 現地研修会にフルアテンドし、必要な技術・知識を身につけること 
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② 自分の水田で学んだ事柄を実践すること 
③ 周辺にいるその他の農民に技能・知識を伝えること 
④ 井戸端会議ならぬ田んぼ端会議を一般農民と持つこと 
⑤ KATCが用意する活動チェックリストに必要事項を漏れなく記載し中核農民に提
出すること

中核農民は 5 人の中間農民に対して、自分自身と彼らの圃場（計 6 ヵ所）をデモンストレーシ

ョン・プロットとして技術移転を行った。また、中核農民は毎月 2回、中間農民との会合を開き、

中間農民の質問に答えたりしている。普及員は、こうした中核農民の活動を側面支援している。

このように、中核農民の役割は重大で、その作業量も多いが、どの中核農民もその役割を積極

的に果たしているようである。その要因は、中核農民に選ばれたことをたいへん名誉に感じてい

ることで、それが中核農民としての活動を行う原動力となっている。フェーズ 2 のモデルサイト

であるモンボとムウェガの中核農民を対象にした質問票では、中核農民が中間農民を含む他の農

民への技術移転に熱心に取り組んでいることが伺われる。32 人の中核農民の全員が、「中核農民

として他の農民に技術移転を図っている」と回答している。「どのように他の農民を支援している

か」という質問に対しては「他の農民の圃場を訪問し、技術指導を行う」（31 名）、「自分の圃場

に来た農民に説明する」（30名）、「デモ圃場を設置する」（30名）と回答している。また、技術移

転に当たって普及員とともに行っているかという質問に対しても 32 名全員が「Yes」という回答

であった。普及員と共同で技術移転に当たる理由としては「普及員から自分も習うことができる」

（29名）および「中核農民の義務である」（27名）が多かった。

普及員の回答もこれを裏付けている。フェーズ 2 のモデルサイトであるモンボ、ムウェガの普

及員 5名を対象にした質問票では、全員が「中核農民とともに農民を訪問し技術指導をしている」

と回答している。その他、普及員の支援としては「デモ圃場を設置する」（4名）、「普及員だけで

農民を訪問する」（5 名）の他、「モニタリング・評価のミーティング」などを行っている普及員

もいる。

また、本プロジェクトでは、各モデルサイトにおいて技術の波及を促進するような工夫がなさ

れている。例えば、中間農民の圃場が中核農民のそれに隣接していることである。圃場が隣り合

っていることから、中核農民と中間農民との間に競争心が生じ、お互いにうまくコメを作ろうと

張り合っている。また、「Field Day」や「Farmers’ Day」が設けられている。Field Dayには、中核

農家が実施しているトライアル圃場を中核・中間農家が一緒に訪れ、トライアルの状況や結果に

つき意見交換を行っている。また、Farmers’ Day では、主に中核農家が中心となって 1 作目の活

動やデモの結果、来期に向けての活動計画の発表を行っている。中間農家も 1 名選ばれ、中間農

家の視点から 1 作目の活動について発表した。農民は、この発表者に選定されることをたいへん

名誉なことだと感じており、選ばれることを目指して互いに切磋琢磨している。

（ ）同じ灌漑スキーム内の一般農民への技術移転

中核農民でも中間農民でもない一般農民（other farmers）は、当初プロジェクトに全く関与して
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いないことに不満を持っていた。一般農民がこうした不満を持っていることがわかると、KATC

の教官がモデルサイトにおいて全農民に対して、本プロジェクトの目的はスキーム内の全ての農

民の技術の向上を図ることであると説明した。こうした説明を聞いて、一般農民の不満・疎外感

は減じたとのことである。また、KATC は一般農民への波及を促進するために、次に示す 2 つの

方策を既に講じている。

① それぞれの中間農民が「Farmers’ Day」に 2人の一般農民を連れて参加すること。
② 2作目以降は、それぞれの中間農民が 2名の一般農民を選び、その 2名をグルー
プとして技術移転を図ること。

（ ）同じ県に属する他の灌漑スキームへの技術移転

他の灌漑スキームへの波及は本プロジェクトの目標には含まれていないが、プロジェクトでは

それも視野に入れた活動を行っている。具体的には、県行政長官（DED）、県農業牧畜開発オフィ

サー（DALDO）など県のスタッフに働きかけ、県事務所の予算を使って Field Dayや Farmers’ Day

に、モデルサイト以外の灌漑スキームから農民を招待している。実際、ンドゥグティを除く全て

のスキームにおいて、本方策は実現している。また、ナカフガ灌漑スキームのあるソンゲア県で

は、ナカフガの中核農民の家に宿泊施設を整備し、県内の他のスキームから普及員、中核農民を

招いて、技術移転を図っているとのことである。また、FAOとも連携にかかる合意があり、この

合意に沿って、FAOが関与しているスキームの農家を KATCの研修に参加させている。また、そ

の他のドナーがファンディングする場合には、KATC の現地研修に他のスキームの農民が参加す

することを奨励している。実際、FAO（モンボ）、WWF（ムブユニ）、IFAD（ムワマプリ）の 3

ドナーは、現地研修に彼らのプロジェクトが対象とする農民を参加させている。

しかしながら、こうしたメカニズムには制約もある。第 1 は、いくつかのモデルサイトの位置

が不便なところにあることである。例えば、ムウェガ灌漑スキームは最も近い灌漑スキームから

180km も離れている。また、ナカフガはムトワラゾーンのモデルサイトとして位置づけられてい

るが、地理的な条件もありそこから同じゾーンに属するムトワラ州やリンディ（Lindi）州に技術

が自動的に波及する可能性はほとんどないと KATCの教官はコメントしている。第 2は、移動の

ための費用がたいへん高く、視察をさらに困難にしていることである。例えば、ガソリン代は 1

リットル当たり 0.8ドル（2004年 6月時点）もする。第 3は、県政府の予算が不足していること

である。タンザニアの中では比較的豊かなアルーシャ（Arusha）州アルメル（Arumeru）県におい

ても、県の灌漑オフィサーが、自分の管轄する県内の灌漑スキームをなかなか訪問できないよう

な状況である。こうした制約要因を考えると、県レベルの予算で、他のスキームの農民・普及員

が頻繁にモデルサイトを訪問することは困難であると考えられる。

（ ）同じ灌漑ゾーンの他の県に属する灌漑スキームへの技術移転

他の県にある灌漑スキームへの波及も、本プロジェクトの目的ではないが、KATC はそうした

波及も視野に入れた活動を行っている。具体的には、ゾーン灌漑オフィスに、他の県にスタディ
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ーツアー、普及員・農民の派遣などを行うように働きかけてもらうというものである14。KATCで

はゾーン灌漑オフィスと協議しているが、同オフィスは職員も予算も不足しており、これまで現

地研修会への関与はほとんどない15。

4. 5. 4 実施機関の機能強化 

ここではフェーズ 2において行われた KATCの機能強化策について取りまとめる。なお、フェ

ーズ 1と共通と考えられるものについては、重複するのでここには記さない。

（1）組織体制面 

1）新教官の採用 

フェーズ 1 では教官の人数が十分でなかったこと、またフェーズ 2 への移行に際して数名の教

官が異動になったことから、フェーズ 2 において MAFS 研修局が自ら 10 名の新しい教官をリク

ルートしてきた。その背景には、組織としての新陳代謝を図るという狙いもあったようである。

新教官はソコイネ農業大学の卒業生で学士号（タンザニアでは Graduateと呼ぶ）を保有している。

現在、KATC には Graduate の教官が合計 15 名おり、他の研修機関より Graduate の割合が高いと

のことである。彼らはもともと普及員として勤務した経験を持つものが多く、実践面での経験は

豊富であったが、稲作における知識と経験に乏しかった。他方、フェーズ 1からいる教官は Diploma

しか有していないが、稲作に関する経験がより豊富である。

稲作セクションでは、教官の異動により全員が実質的に新教官となった。そのために専門家が

灌漑稲作技術について、一から指導を行っている。

2）KATCの組織改編

フェーズ 2 において、KATC

の組織の改編が一部行われた。

例えば、農業機械セクションが、

営 農 セ ク シ ョ ン （ Farming 

Development Section）となった。

2004年 1月末時点のKATCの組

織図を図 4-3に示す。

 図 4- 3 KATC組織図（フェーズ 2 2004年 1月末時点） 

14 ゾーン灌漑オフィスの本来の役割は、エンジニアとして県レベルの灌漑施設・管理に関する技術の平準化を図
ること、および県に対する技術的支援（バックストップ）を行うことである。
15 ｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ農業技術者訓練センター計画フェーズ II運営指導調査（中間評価）に係る事前資料（2004年 3月）。
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3）ニューズレターの発行

フェーズ 1 では英文のみの発行であったが、フェーズ 2 からは農民への情報発信を強化するた

めに、スワヒリ語でもニューズレターを作成･発行している。

4）施設面での整備

フェーズ 2では新しい宿泊施設が建設され、宿泊人数は 40人から 60人に増大した。スタッフ

用の住宅も建設された。

（ ）技術面

1）現場に即した研修方法の習得

フェーズ 1 では、KATC において基本的な灌漑稲作技術に関する研修を実施できるようになる

ことが目的であったが、フェーズ 2では、全国の 6ヵ所のモデルサイトにおいて各モデルサイト

の現状に応じた、そして農民に技術が根付く研修を実施することが目的となった。そこで、教官

はより現場に即した研修方法を習得している。

2）教官間の情報交換、フィードバックへの対応

現地研修前後には各セクション／ユニットの長が出席するアカデミック・コミッティー・ミー

ティングが開催され、研修内容などについて議論している16。教官の全員が、研修参加者からのフ

ィードバックなどに基づいて研修内容を改訂していると回答している。

（ ）財政面

1）予算の割り当ての増大

フェーズ 1ではタンザニア政府から KATCへの予算の割り当てはほとんどなかったが、フェー

ズ 2に入り KATCへの予算の投入が増大した。MAFS研修局長によると、研修局傘下の MATIの

中で研修活動と維持管理に関する予算の割り当ては KATCが最も多いとのことである。実際、表

4-11に示すとおり、用途別の内訳は不明だが、タンザニア政府による KATCへの投入額はフェー

ズ 2に入り、かなり増大している。

16 アカデミック・コミッティー・ミーティングは、まだ定例化しているわけではないとのことである。
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表 4- 11 KATCへのタンザニア政府による投入額（実績ベース） 

（単位：百万シリング）
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

支出額 5.3 4.0 0.0 0.0 4.3 0.0 8.7 54.6 20.3 25.4
出典：1994年～2000年については、鯉渕登、KATCチームリーダー報告書（長期）、2001年。
　　　2001年以降については、The Mid Term Evaluation Report for the KATC Phase II Project
　　　in the United Republic of Tanzania (May, 2004).
　　　タンザニア政府から投入される経常・開発予算の合計であり、
　　　Sel f  Hel p Fundなどは含まない。  

2）受託研修の実施

フェーズ 2に入っても外部機関（JICA, MAFS以外）からの委託で以下の研修を実施している。

例えば、表 4-12 の一番上の行に記されている Kilombero 県の DED がスポンサーとなった研修で

は、約 600万シリングの資金が投入されている。17

表 4- 12 フェーズ 2期間中に外部機関からの委託で実施した研修コース（2004年 3月まで） 

4. 6 プロジェクトの自立発展性 

4. 6. 1 KATCの自立発展性 

KATC の活動については、調査団が面談・協議した他のドナー（アイルランド、デンマーク、

世界銀行）も高い評価をしている。世界銀行タンザニア事務所は、農民にとって KATCの研修は

まさに目を見張らされるもの（an eye-opener）であるとコメントしている。特に良い点として研修

が実践的であること、研修する技術が容易に入手可能なものであること、教材がシンプルである

ことをあげている。研修成果についての定量的な評価は行っていないが、世界銀行の支援で KATC

に農民を送ったスキームでは単収が 2倍以上になったなどの効果が出ているとのことである。

17 第 2回技術協力プロジェクト（キリマンジャロ農業者訓練センターPhaseII）実施運営総括表、2002年 10月。

総括表時期 コース名 期間 対象 スポンサー

男性 女性 合計 うち
普及員

2002年4月～
10月

灌漑稲作栽培研修
（1回） 2週間 16 7 23 4

Kilombero県の
DED

2002年11月
～2003年3月

灌漑稲作栽培研修
（3回） 2週間

Kilombero県、
Songea県の
農民、普及員

27 11 38 11
Kilombero県の
DED/UNDP/
DANIDA

2003年4月
～9月

中核農民・普及員研修
（3回） 2週間 28 19 47 9

SUA, 世界銀
行、DANIDA

中核農民・普及員研修
（1回） 1週間 10 9 19 2 Kigoma県DC

2003年10月
～2004年3月

ハンドトラクター
オペレーター養成研修

1週間 4 0 4 Kahama県

水管理 2週間 Lake Zone 16 7 23 UNDP
出典：第1回～第4回　技術協力プロジェクト（キリマンジャロ農業者訓練センターPhaseII）
　　　実施運営総括表、2002年～2004年。

参加者数
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フェーズ 2 プロジェクトはまだ中間点をすぎたばかりであり、現段階でプロジェクトの自立発

展性を評価することは難しい。以下では、フェーズ 1、フェーズ 2 プロジェクトを通じて、現時

点でプロジェクト終了後の自立発展性に影響を与えうる事柄について取りまとめる。

（ ）組織体制面

1）水不足

ローアモシ地区内のみならず KATC の圃場においても水不足が生じている。ローアモシ灌漑水

路からの KATCへの分水は 2003年に開始されたが、絶対的に水量が不足している状況では解決策

となっていない。

2）研修関連機材の更新

JICAがフェーズ 1で供与したコンピューターやコピー機などの機材が古くなっている。タンザ

ニア政府から供与される予算が不足しており、更新できないとのことである。

3）事業の管理・運営

フェーズ 2ではタンザニア国内の 6ヵ所と隣接国 4ヵ所の計 10ヵ所の灌漑スキームをモデルサ

イトとして活動を行っているが、対象とするモデルサイトの数が多く、スタッフ全員がたいへん

多忙である。こうしたことから、フェーズ 2 から入った新たな教官への技術指導が十分にできな

い、本来はカウンターパートが行うべきである事業管理が専門家によってなされている、などの

問題が生じている。現在の活動はカウンターパートのキャパシティーを超えているように見受け

られ、この活動レベルを終了後もタンザニア側のスタッフだけで継続していくことができるかど

うか不明である。なお、専門家は個々の現地研修会などの活動をそのまま継続することは可能で

あるが、新しい研修コースを立案するなど創造的な活動を行うことは困難ではないかと見ている。

4）プロジェクト活動の位置づけに関する共通理解

プロジェクトが実施する活動の位置づけに関して関係者が共通認識を持つことが、自立発展性

を確保する上でも重要だが、調査団が実施したヒアリングからは、現地研修の位置づけに関して

専門家とタンザニア側との間に微妙な違いがあるように感じられた。専門家は、現地研修を農民

に高い確率で技術の伝わる研修パッケージの開発の場であると位置づけている。他方、KATC の

スタッフの中には、現地研修をすること自体がフェーズ 2 プロジェクトの目的であると認識して

いるものもいるようである。このように、KATC が将来的に別のサイトで効果的な研修を実施で

きるようになるために本プロジェクトでモデルサイトを対象に研修パッケージを開発する、とい

う位置づけについては、必ずしも関係者間で明確に共有されていないように伺われた。

こうしたプロジェクト活動の位置づけに関する関係者の理解が、必ずしも統一されていないよ

うに見受けられる要因として、PDMに記載されている上位目標・プロジェクト目標およびその指
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標の内容が挙げられるかもしれない。本プロジェクトの上位目標は「KATC の研修が実施された

地域およびその周辺地域において米の生産性が向上する」であり、プロジェクト目標は「KATC

の研修を通じてモデルサイトの米の生産性が向上する」となっており、一見すると本プロジェク

トは普及を目的としたものだと理解される。一般に、プロジェクトの目標を明確に理解するため

には、プロジェクトの背景やこれまでの経緯を十分に把握することが必要であり、また PDMのフ

ォーマットの中では、その全てを明確に示すことが困難である場合も多い。本プロジェクトにつ

いては、このようなプロジェクト目標･上位目標となった経緯は、既存の報告書･ミニッツに示さ

れており、それらを理解すれば、本プロジェクトが KATCの研修機関としての機能強化を目的と

して実施されていることがわかる。しかしながら、PDMはプロジェクトの概要を簡潔にとりまと

めたものであり、プロジェクト外部の人間にとっては、プロジェクトの概要を知るためのもっと

も容易な手段である。プロジェクトの目標は PDMから通常に判断されるものであることが、プロ

ジェクト関係者間の共通認識の醸成や、外部の人間のプロジェクトに関する正しい理解につなが

ると考えられる。

（ ）技術面

研修を通じて、教官は個別技術（灌漑稲作）、参加型研修手法、農民間普及についての知見と実

地経験を蓄積し、着実に自信を深めつつある。3 回の作付け期間に亘る濃密な研修と技術支援が

終了する頃には研修に必要な技術や手法を体得し、専門家の支援を得ずに、全ての研修過程を独

自に実施できるようになると専門家は考えている18。

他方、フェーズ 2 から新しく教官になったスタッフが多いが、彼らはフェーズ 1 からのカウン

ターパートと比較し灌漑稲作やそれにかかる現場での経験が不十分なようである。新教官は実践

面で十分な自信がないにもかかわらず、学力が高いことから、自分の方が古くからいる教官より

技術的に上だと思っており、あまり古い教官の言うことを聞こうとしないようである。また、古

い教官が新教官を研修しようと思っても、フェーズ 2での活動に忙しく、その時間的余裕もない。

こうしたことから KATCの幹部が、新しく教官になったものと古くからの教官との間にギャップ

があると指摘している。それによって教官間の技術移転等に制約が生じることが懸念される。

（ ）財政面

KATCは財政面で深刻な制約を抱えている。フェーズ 2でKATCへの予算の投入は増大したが、

配賦予算のほとんどが施設管理に費やされており、燃料費や光熱費の支払いが困難な状況になる

こともたびたび起こっている。加えて、他の MATIに比べて KATCは付属の圃場面積が小さく独

自の資金源に乏しいことから、プロジェクトの終了後、KATC がタンザニア政府の配賦予算だけ

で事業を継続していくことは困難であろう。実際、フェーズ 1で実施していた主要 5研修コース

は、フェーズ 2においては KATCが独自に継続していくこととされていたが、機械化稲作コース

18 ｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ農業技術者訓練センター計画フェーズ II 運営指導調査（中間評価）に係る事前資料（2004年 3月）。
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とトラクターオペレーターコースはニーズが少なく実施されていない19。残る 3コース（稲作コー

ス、水管理コース、中核農民コース）を統合した 2 週間程度の中核農民コースが実施されている

が、これも年間 3回程度の開講にとどまっている。

そこで KATC は他のドナーや県の実施する研修の受託を図っており、実際に成功している。研

修で得た資金は Self Help Fundとして KATC内で利用することができる。しかし他のドナーから

の散発的な受託研修に依存することもまた困難である。

タンザニアで現在進展している農業セクター開発プログラム（Agricultural Sector Development 

Programme: ASDP）／県農業開発計画（District Agricultural Development Plan: DADP）の枠組みの

中に KATCを位置づけることが、今後の方向性を考える上でたいへん重要である。タンザニア政

府は、農業セクター開発戦略（Agricultural Sector Development Strategy: ASDS）において、「農業の

生産性と収益性の改善を図り、もって農村貧困の削減と世帯レベルの食料安全保障を実現するこ

と」を目的とし、その達成を可能とするために、ASDP を推進しているところである。援助協調

の一環としてドナーの支援する全ての農業プロジェクトが ASDPの枠内に Harmonizeされること

になっている。具体的には、県レベルでプロジェクトが立案（DADP）され、そこに ASDP のバ

スケットファンドから資金が流れることになる。そこで、DADPの中で KATCの研修が要請され

るようになれば、KATC は ASDP のバスケットファンドを活用できるようになる。ASDP のファ

ンディングメカニズムはまだ最終化されていないが、ASDP のファンドの 75％は県レベルの事業

に、20％は国家レベルの事業に、残る 5％は横断的な事業に割り当てられる予定である。加えて、

県レベルの事業の 20～30％は投資事業以外の分野（研究、研修など）に投入されることとされて

いる20。KATCとしては、政府配賦予算以外で活動予算を獲得するチャンスが創出されることにな

る。

モデルサイトでの技術の波及が高い確率で実現する見込みがたったことから、現在、フェーズ

2・プロジェクトでは、DADPの枠組みの中でも実施可能なレベルにまで現地研修の費用を下げて

いくことを目指している。その方策として、研修の中で不要な項目を削減すること、一人の教官

が複数のセクションを担当し研修会に参加する教官の人数を減らすこと（DSAおよびガソリン代

の削減になる）、モニタリングを現地の普及員に委ねることなどが検討されている。こうしたコス

ト削減の取り組みは、2004年 5月に改訂された PDM に既に組みこまれている。プロジェクトで

は、最後の作期の現地研修会をこうした低コストの現地研修会の試行に当てる予定である。

このような ASDP/DADP の枠組みを通じた他のドナーの資金の活用は、政府の財政資金の乏し

いアフリカ諸国において、ひとつのモデルとなりうると考えられる。

19これら 3コースについては、今後とも実施しないというわけではない。今後、受託研修においては、基本 5コー
スのコンポーネントを生かして実施していく方針となっている。
20 United Republic of Tanzania, March 2003, Agricultural Sector Development Programme Frameworkd and Process 
Document, Final Draft. 
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4. 6. 2 モデルサイトの自立発展性 

（ ）技術の波及

KATC プロジェクトを通じて技術がどれだけ波及したかについては、詳細な調査が実施されて

おらず論じることはできない。しかし全般的にエルサルバドルと比較して技術の波及度合いは高

いように見受けられる。日本人専門家を含め多くの人々がモデルサイト内での普及（一般農民も

含めて）はうまくいくであろうと考えている。実際、モンボではまだ一作期目の研修が終わった

ばかりだが、約 90％の農民が KATC の推奨する技術を導入している21。条植えについては既に

100％の農民が行っている。単収は、以前は 8～12袋／エーカー（1.6～2.4トン／ha）であったが、

1978 年に GTZ の援助によって近代的灌漑施設が建設された後は 10～20 袋／エーカー（2.0～4.0

トン／ha）に増大し、現在、（KATC研修後）は 34袋／エーカー（6.8トン／ha）以上にまで増え

たとのことである。他方、ムウェガでは、既に約 50％の農民が技術を導入している。研修前の収

量は 9～12袋／エーカーであったが、研修後は 18～20袋／エーカーに増加したとのことである。

レキタトゥ、モンボ、ムウェガの 3つの灌漑スキームの中核農民（一部中間農民を含む）63名

を対象とした質問票では、技術波及が進んでいる主たる要因として「技術が地域のニーズに合っ

ている」（50名）という回答が最も多かった。続いて「普及員のサポートがある」（41名）、「中核

農民が（技術波及に）重要な役割を果たしている」（39名）、「技術が容易である」（37名）、「技術

は多くの費用を必要としない」（33名）となっている。他方、技術波及の制約要因としては、「新

技術はより多くの労働を必要とする」（7名）、「インプットの費用が高い」（6名）、「灌漑施設が良

くない」（4名）などが挙げられている。

（ ）モデルサイトにおける自立発展性

モデルサイトの活動が今後 KATC の支援なしに自立的に発展するためには、農家が自分たちで

技術を改良していくことが重要である。そのために耕種基準を作り、それを改善していくことが

必要である。KATC はそれぞれのモデルサイトにおいて、あと 1 シーズン、インテンシブな現地

研修会を行う予定である。専門家によると、あと 2～3シーズン現地研修会を実施すれば灌漑稲作

技術はしっかり現地に根付くであろうとのことである。

自立発展性にかかる懸念としては以下の 2点が挙げられる。第 1は、土壌肥沃度の劣化である。

大半の農家が有機物を圃場に還元していないので、土壌肥沃度が低下しており、自立発展性にか

かるひとつの制約要因となりうる。プロジェクトでは少しでも有機物投入を進めるために、空中

窒素固定、雑草抑制、蒸発抑制などの効果があるアゾーラの利用を奨励している。

21灌漑スキーム内で技術が急速に波及した要因のひとつとして灌漑稲作の特性が挙げられる。KATCの推奨する水
管理技術は灌漑用水の節約につながることから、新技術が導入されるとスキーム全体で稲作面積を増大させるこ
とができる。そこで新技術を採用しないと水の供給を得られない（レキタトゥ、クウェマザンドゥ）、あるいはペ
ナルティーが課せられる（モンボ）といった規則を導入している灌漑スキームがある。また、ムキンドでは稲作
カレンダーをスキーム内の農民に配布し、全ての農民の栽培時期を合わせることで水管理の効率化を図っている。
このように、灌漑稲作は水管理に関わる共同体的性格を有しており、こうした特性が灌漑スキーム内の技術の波
及を促進していると考えられる。
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第 2は、農民組織に関わる問題である。各モデルサイトには水利組合などの農民組織があるが、

必ずしも十分に機能しているわけではない。日本でも農民組織がきちんと機能し、維持されてい

くのは容易なことではない。灌漑施設や農業機械の維持管理は農民組織が主たる担い手であり、

今後の農民組織の発展度合いが、モデルサイトにおける自立発展性に大きな影響を与えると考え

られる。

4. 6. 3 その他のスキームへの波及 

本プロジェクトの主たる目標は研修機関である KATC の機能強化だが、上位目標は「KATC の

研修が実施された地域およびその周辺地域においてコメの生産性が向上する」であり、本プロジ

ェクトでも他の灌漑スキームへの波及を視野に入れた活動を行っている。モデルサイトから周辺

スキームへの波及は、そのスキームが比較的近接していれば十分に可能だと考えられる。実際、

KATC の手を離れたところでも農民間普及を通じて KATC の技術が波及している。例えば、アル

メル県のマニャタ（Manyata）村は、隣接するレキタトゥ村から稲作技術を習っている。同様に、

モロゴロルーラル県のディホンボ村の農民は隣接するムキンド村の農民から灌漑稲作技術を習っ

ており、既に同技術はかなり波及している。また、車で 45分程度離れたヘンベティ村へもムキン

ド村の農民が媒介となって技術が波及しているとのことである。従って、「周辺地域」の定義にも

よろうが、上位目標の達成は十分に可能だと考えられる。

他方、周辺スキーム以外の灌漑スキームへの波及は困難であると考えられる。自然条件が大き

く異なってくるし、そうしたスキームへ移動する手段が限られているからである。また、そうし

た波及には行政によるサポートが不可欠であるが、そうしたサポートも十分ではない。これは本

プロジェクトに関わる専門家およびタンザニア側カウンターパートに共通した見解である。
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第 5章 「総合分析」調査から得られる教訓 

本章では、2002年度に実施された総合分析の文献調査および 2003年度から 2004年度にかけて

実施された総合分析の事例研究を通じて得られる教訓について取りまとめる。ここで分析の対象

とするプロジェクトは以下のとおりである。○のついているプロジェクトが 2003～2004年度総合

分析の事例研究の対象である。

 国名 案件名 本章での呼称 
 インドネシア共和国 農業普及・研修システム改善計画 インドネシア・プロジェクト 
 ラオス人民民主共和国 ヴィエンチャン県農業農村開発計画 ラオス・プロジェクト 
 フィリピン共和国 農村生活改善研修強化計画 フィリピン・プロジェクト 
 スリランカ民主社会主義共和国 ガンパハ農業普及改善計画 スリランカ・プロジェクト 

 ドミニカ共和国 胡椒開発計画フェーズ 1、フェーズ 2、
山間傾斜地農業開発計画 

ドミニカ・プロジェクト 

○ タンザニア連合共和国 キリマンジャロ農業技術者訓練 
センター計画 1 

タンザニアフェーズ 1・ 
プロジェクト 

○ タンザニア連合共和国 キリマンジャロ農業技術者訓練 
センター計画 2 

タンザニアフェーズ 2・ 
プロジェクト 

○ エルサルバドル共和国 農業技術開発普及強化計画 エルサルバドル・プロジェクト 

本章は、評価設問および本調査の目的（第 1 章を参照）を考慮して構成されている。まず 5.1

で、第 1 の目的を踏まえ、普及案件の形成にかかる教訓を示す。続いて 5.2 では第 2 の目的であ

る、面的展開のためのモデルの設定にかかる教訓を示す。「普及案件のモデル」は、狭い意味では

プロジェクトがいかに農民にアプローチしたか（例えば、農民間普及アプローチ）であるが、広

い意味では普及対象技術の選定方法、その技術の導入に必要な資機材の供与方法、ターゲットグ

ループの選定方法、普及プロジェクトの実施手法なども含まれる。面的展開の実現には、モデル

を広く捉えることが重要であり、ここではそうした理解に基づき普及モデルに関する教訓をとり

まとめる。評価設問の Sub-Question2「点的確立・面的展開に有効なアプローチ（モデル）」は、

この第 2 の目的に合致するものである。5.3 では、評価設問の Sub-Question1「実施機関の機能強

化のためのアプローチ」および Sub-Question3「環境条件」を中心に取りまとめる。環境条件につ

いては、大きく 2つの視点からの取り組みが重要である。第 1はプロジェクトの形成時にプロジ

ェクト実施地域の環境条件を把握し、それをプロジェクトの内容に反映させることである。この

点についての教訓は 5.1 に示されている。第 2 は、プロジェクトの実施に際して、環境条件にど

のように対応するかであり、この点にかかる教訓を 5.3 で提示する。プロジェクトの時系列とい

う視点からは、5.2 および 5.3 が主としてプロジェクトの実施面にかかる教訓に該当する。5.4 に

おいて第 3の目的である案件の形成・実施に活用すべき教訓を取りまとめる。

なお、ここで取りまとめる教訓は、普及を要素に含むプロジェクトの形成・実施に関するポイ

ントを網羅的に示すものではない。選定された事例案件を対象とした調査から教訓として導き出

されるポイントに絞って提示するものである。

また、本章ではプロジェクトの自立発展性にかかる項目を特に設けていない。これは、自立発

展性はプロジェクトの形成、実施の段階から考慮していくべきものであるという認識に基づいて

いる。各教訓の中で必要に応じて自立発展性へのつながりが言及されている。
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エルサルバドル、タンザニアのプロジェクトでは農民間普及アプローチを採用している。技術

波及の拠点となる農民については、エルサルバドルでは拠点農民・周辺農民、タンザニアでは中

核農民・中間農民と異なる名称で呼ばれている。本章では、用語の簡素化を図るために拠点農民・

周辺農民で統一する。

5. 1 面的展開を視野に入れた普及案件の形成にかかる教訓 

5. 1. 1 長期的視点に立った協力 

普及は一般に時間のかかるプロセスである。例えば、農民は新技術を確信するのにその技術を

自分の眼で見ることが不可欠であるが、自然条件によっては年に 1 回しか栽培されない作物も多

い。また、新技術の導入はリスクを伴うものであり、農民が決断を下すのにも時間はかかる。加

えて、新技術の情報の伝播にも時間がかかる。行政による普及への支援が弱い場合や農民間の距

離が離れている場合には波及のスピードはさらに遅くなる。エルサルバドル・プロジェクトのよ

うに、技術の開発からはじめる場合はなおさらである。このように、普及は長期間かかるプロセ

スであり、プロジェクトの立案においては、普及プロジェクトのこうした特性を踏まえることが

重要である。

5. 1. 2 プロジェクト目標の明確化 

普及を要素に含むプロジェクトを立案するに当たって、プロジェクトの目標が何であるのかを

明確にすることが必要である。普及関連案件の代表的なパターンとして、結果重視型プロジェク

トと普及システム強化型プロジェクトとが挙げられる。結果重視型プロジェクトとは、プロジェ

クトを実施することによってプロジェクト対象地域での問題が解決される（例：農作物の生産性

が向上する、農家の所得が増加・安定する、住民の生活が改善される）ものである。他方、普及

システム強化型プロジェクトは、プロジェクトを実施することによって、普及に関連する機関（普

及機関や研修機関）の組織、人材等が強化され、その結果、将来的には技術が波及することを目

指すものである。これらはプロジェクトの最終的な目標に基づく類型化であるが、対象とする地

域が限定されているかどうかも、結果重視型と普及システム強化型の違いである。前者はプロジ

ェクトの対象地域が予め限定されており、同地域で何らかのポジティブな影響を与えることが最

終目的となる。対象地域の大きさ、裨益人口にはいろいろなケースがあろうが、対象地域があま

りに小さい場合は、本報告書で想定している JICAの技術協力プロジェクトの対象としては適切で

はないことから、ある程度広がりを持った地域が対象となる。例えば、エルサルバドルでベルギ

ー政府が元ゲリラ兵士の多くが居住するという理由でスチトト地域で実施しているプロジェクト

がこれに該当する。昨今、その重要性が認識されている人間の安全保障を目的とするプロジェク

トは、対象地域の住民の生活改善に直接働きかけることを目指しており、これは結果重視型と言

える。他方、普及システム強化型は普及関連機関の組織、人材等の強化がプロジェクトの目標で

あり、そうした組織･人材の強化が将来的な技術の普及につながるというものである。この場合、

対象地域は限定されない。エルサルバドル・プロジェクトも、タンザニア・プロジェクトも普及

関連機関の機能強化を図っており、その意味では普及システム強化型プロジェクトであると理解
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される。なお、結果重視型と普及システム強化型との区別は必ずしも明瞭にされるものではなく、

プロジェクトの対象地域の広がり具合や普及関連機関の強化の重要性の度合いによる。ここでは、

プロジェクトの形成にかかる考え方の例として示している。

一方、普及関連プ

ロジェクトの手段

（あるいはプロジ

ェクト目標）として

大きく実施機関の

機能強化、点的確立、

面的展開とが挙げ

られる。上位目標と

プロジェクトの手段との関係は、概略、表 5-1 のようにまとめられる。プロジェクトが普及シス

テム強化型であれば、普及関連機関の機能強化を行い、続いて点的展開を図り、さらに面的展開

を視野に入れた活動を行うことが必要となる。普及システム強化型に普及関連機関の機能強化は

不可欠であるが、その場合、どの機関と組むか、その機関には十分なリソースがあるかなどを検

討することが必要となる。また、技術がプロジェクト対象地域外へも波及するような活動や工夫

を計画段階からプロジェクトの中に組み込んでおく必要がある。なお、これらの全てをひとつの

プロジェクトに組み込むことは難しく、面的展開まで実際に目指す場合には、複数のプロジェク

トに分ける必要があるだろう。他方、結果重視型であれば、対象とする地域の大きさ・農民数に

もよるが、普及関連機関の機能強化や面的展開を視野に入れた活動をそれほど重視する必要はな

いかもしれない。対象地域が限定されていることから、例えばプロジェクトが推奨する技術が初

期投資を必要とする場合には、そうした初期投資を対象地域の農民全てに行き渡るように提供す

ることも考えられる。

このようにプロジェクトの形成に当たっては、プロジェクトの最終的な目標を明確にし、それ

に応じた手段を用いることが重要である。例えば普及システム強化型プロジェクトの場合には、

普及関連機関の機能強化、点的確立、面的展開のいずれも必要となるが、その中のどこに重点を

置くかは、プロジェクトが対応しようとするニーズによる。実施機関が未整備であることが面的

展開の制約要因となっているのであれば、実施機関の強化からはじめることとなろう。他方、実

施機関にはそれほど問題がないにもかかわらず面的展開が実現していないのであれば、点的確立

あるいは直接的に面的展開を主たる目標とすべきであろう。

5. 1. 3 プロジェクト活動の選定と活動間のつながり 

（1）普及にかかる制約要因の明確化 

一般に農民が新技術を導入して、それが所得の増大につながるまでには一連の流れがある。例

えば、技術の開発、普及員の機能強化、農民による技術の習得、生産資機材・インプット購入の

ための資金の調達、マーケティング、加工といったものである。この流れが一貫して整備されな

手段（プロジェクト目標） 結果重視型 普及システム強化型

普及関連機関の機能強化 場合によっては必要 必要

点的確立 必要 必要

面的展開 対象とする地域の大きさ
によるが、少しは必要 必要

プロジェクトの最終目標

表5- 1　プロジェクトの上位目標と手段との関係
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いと農家の所得増大には結びつかない。他方、こうした要素を数多くプロジェクトに取り込むと、

プロジェクトの活動が多岐に渡り、カウンターパートのキャパシティーを超えてしまう。活動間

の調整を取ることも難しくなる。こうしたことから、普及要素を含むプロジェクトの形成に当た

っては、一連の流れの中でターゲットグループ、地域の制約要因がどこにあるのかを見極め、そ

こに焦点を当てた活動を行うことが重要である。エルサルバドル・プロジェクトでは、山間傾斜

地の農民の野菜生産に関する最大の制約要因はその栽培面にあることから技術面に絞った活動を

行い、多くの成果を上げた。

なお、プロジェクト形成時に十分な情報がないようであれば、プロジェクトの内容を無理に絞

り込む必要はないと考えられる。実際、エルサルバドル・プロジェクトでは、当初 PDMに示され

る活動内容が多岐に渡っていたが、プロジェクトを実施する過程でその絞り込みがなされた。な

お、こうした議論は、プロジェクト形成時の PDMはできるだけ幅広くしておくのがよい、という

ものではない。その場合、大きく 2つの問題が考えられる。第 1は、プロジェクト実施期間中に

活動の絞込みが適切になされなければ、プロジェクトの活動が分散してしまい成果が得にくくな

ることである。第 2 は、カウンターパートが数多くの活動のすべてが実施されると期待し、絞り

込みに対して不満を持つ可能性があることである。エルサルバドル・プロジェクトでは、カウン

ターパートが絞り込みを評価しているが、全てのプロジェクトにこうした対応が当てはまるとは

限らない。事前調査で絞込みのできた範囲で活動内容を検討するというのが、現実的な対応方法

だと考えられる。

（2）活動間のつながりに基づいた支援 

プロジェクトの活動内容の選定に当たっては、活動間のつながりにも十分に配慮することが必

要である。例えば、農民による生産活動が軌道に乗る前から、流通施設を整備しても十分には活

用されないだろう。また、農民が新技術を習得しない段階から制度金融を供与すると、栽培がう

まくいかず、債務の返済ができなくなるといった事態が生じることがありうる。実際、エルサル

バドル中部で IFADが支援した PRODAPでは、農民に技術とクレジットを同時に提供したことか

ら技術面で失敗した農民は貸与された資金を返済することができなかった。そこで、エルサルバ

ドル･プロジェクトでは農民が技術にある程度習熟した時点で、制度金融を供与し、農民が技術を

使える体制を整備することを検討している。農民にとっての制約要因は変化していくものであり、

それに応じてプロジェクトの活動も変更されるべきである。なお、農業分野における開発を考え

る場合、一般に問題は多岐に渡っており、少数の問題に絞り込むこと自体が難しい場合も多い。

そうした場合でも、できるだけ本質的な問題を抽出し、その問題間のつながりを踏まえた活動の

選定が求められよう。

（3）面的展開のロジックの検討 

以上の議論は、農民レベルでの生産から販売までの展開に着目したものであるが、一方で面的

展開を図るための仕組みづくり、行政のサポートのあり方を検討することも重要である。タンザ

ニアフェーズ 2・プロジェクトでは、灌漑スキーム内の拠点農家、周辺農家、一般農家への波及、
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さらには、プロジェクトのスコープの範囲外である灌漑スキームを越えた波及についてまでロジ

ックが検討された。普及のロジックを予め検討することで、ボトルネックとなる点などが明らか

になり、早目の対応をとることが可能になる。実際、同プロジェクトでは、灌漑スキームを越え

た波及に重要となるステークホルダーが明らかになり、そうしたステークホルダーと協議しプロ

ジェクトへの参加を働きかけている。

（4）プログラム・アプローチを念頭に置いたプロジェクトの形成 

このように普及の実現には多くの要素を必要とすることから、普及案件はプログラム・アプロ

ーチに適していると考えられる。ドミニカ・プロジェクトでは、新規作物である「胡椒」が対象

であったので、「研究開発・技術開発」→「栽培試験・試作」→「一般農家への普及・営農体系確

立」と成果を積み上げていくアプローチを採用した。タンザニアにおけるプロジェクトも 1970年

代以降、「稲作技術の開発」→「州レベルでの普及員・農民の研修」→「全国を対象とした研修機

関の設立」→「全国の多様な農民に受け入れられる研修パッケージの開発」と展開してきており、

プログラム的である。こうしたプログラム・アプローチは、資源が限られ他国ドナーとの援助協

調を進めていく必要性の高まっている LLDCやアフリカ諸国において、とりわけ重要なアプロー

チである。ただし、プログラム・アプローチと呼ぶには、予めニーズに対処するための「やるべ

きこと」の全体像が明確にされ、その全体像に基づいて体系的にプロジェクトが位置づけられる

必要があろう。

5. 1. 4 対象地域の環境条件に適合したプロジェクトの形成 

（1）環境条件を踏まえたプロジェクトの軸足の設定 

プロジェクトの形成に当たっては、その国・地域の環境条件を踏まえて、その軸足を明確にす

ることが肝要である。技術開発を目的とするプロジェクトであれば、環境条件にとらわれる必要

性はそれほど高くない。しかし、普及案件は対象地域の諸条件を十分に踏まえないと、技術が波

及せず、プロジェクトの成果が得られない。あるいは一時的に成果が上がったとしてもそれが継

続せず、自立発展性が損なわれることになる。

プロジェクトの軸足の設定に当たっては、プロジェクトのターゲットである農民層（多くの場

合は小規模

農家）が、プ

ロジェクト

が導入を検

討する農作

物に関して、

（農作物を

輸入する）周

辺国・地域に

環境条件の分析
・自然条件
・社会・経済的条件
・政府の農業政策など
　　　↓
小規模農家による
農業の比較優位

あ
り

な
し

市場指向型アプローチ
・換金作物の重視
・収入の増大・安定を目指す
・例：エルサルバドルUSAID FINTRACプロジェクト
　　（中農を対象）

自給促進型アプローチ
・作物の多角化
・収入の安定を目指す

図5- 1　環境条件を踏まえたプロジェクトの軸足の設定
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対して比較優位を有しているかどうかを考慮することが重要である。もし比較優位を有している

のであれば、換金作物への特化、所得の向上などを目指す市場指向型アプローチを採用すること

が可能であろう。他方、対象地域に対象作物に関してそれほどの比較優位が認められない場合は、

いわば自給促進型（社会補償的）アプローチをとることが妥当である（図 5-1）。

但し、これらは両極端なケースであり、多くの場合、両要素が混在してくるであろう。例えば、

エルサルバドル・プロジェクトは傾斜地の小規模農家を対象に野菜栽培にかかる技術普及を図っ

た。現在、同国で消費される野菜の多くが隣接するグアテマラから輸入されているが、エルサル

バドルはグアテマラと比較し野菜栽培に関する自然条件に恵まれておらず、インフラ資材やイン

プットの価格も高い。また、小規模農家への支援制度も整備されていない。国家開発計画におい

ても農業はそれほど重視されておらず、農牧省の予算は低下傾向にある。通貨もドル化しており、

エルサルバドルの野菜栽培にそれほど比較優位があるとは考えにくい。こうした環境条件の中で

同プロジェクトは、市場へのアプローチという視点から見ると、市場指向型と自給促進型の混合

型であった。プロジェクトは多角化や周年栽培を通じたバランスの取れた作付けを推奨している

が、一方では市場への販売を強く意識した活動も行った。もし、エルサルバドルの傾斜地農業の

置かれた状況を十分に考慮せずに、少数の換金作物に特化するような市場指向型のアプローチの

みを採用していれば、プロジェクトの中長期的な自立発展性が阻害されることになっていたであ

ろう。

（2）「5つの資本」を用いた環境条件の把握44 

このようにプロジェクトの置かれた地域の環境条件を的確に把握することは、プロジェクトの

立案・形成にたいへん重要である。環境条件としては、人的資源、自然資源、社会経済的条件な

どが含まれるが、こうした条件を分析する手法として「5 つの資本」および市場アクセスに着目

することが効率的である。「5つの資本」とは人的資本、社会資本、自然資本、物的資本、金融資

本であり、プロジェクトの実施地域を対象に、これらの視点から分析を行うことで、各地域の特

性や比較優位を明らかにすることができる。なお、こうした分析を事前調査だけですべて行うこ

とは困難なので、事前調査でできるだけ情報を集め、プロジェクトを形成し、あとはプロジェク

トの実施中に詳細を詰めるといった方式が望ましいであろう。

5. 1. 5 過去の経験のレビューと冷却期間の設置 

新しいプロジェクトあるいは新しいフェーズを形成する前に、JICAおよび他のドナーの実施し

た過去の類似プロジェクトについて十分なレビューを行うことが重要である。エルサルバドルに

おいては、他のドナーがこれまでに小規模農家支援や野菜栽培に関するプロジェクトを実施して

きている。そうした過去のあるいは実施中のプロジェクトに関する経験を事前調査の段階で十分

に情報収集することで、プロジェクトの形成に役立てることができると考えられる。全く目的等

を同じくするプロジェクトはないであろうが、他のドナーが類似案件を実施している国において

44 「5つの資本」については、国際協力事業団、「プロジェクト研究 アフリカ農村開発手法の作成 第 3年次報
告書 本編 アフリカ農村開発手法ガイドライン」、平成 13年 10月、32ページを参照。
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は、そうした経験を踏まえることで、より効果の高いプロジェクトを形成することにつながる。

また、タンザニア・プロジェクトでは、フェーズ 2に移行する際にフェーズ 1で採用した「KATC

での研修＋現地研修会（フォローアップ）」アプローチについての検証が十分にはなされなかった。

本来であれば、フェーズ 1で採用した手法を分析し、その教訓を踏まえてフェーズ 2の手法が決

められるべきであったと考える。

直近のフェーズの成果の検証方法として、いくつかの方策が考えられる。エルサルバドル・プ

ロジェクトで実施しているようにフォローアップ（1 年間）期間を設け、専門家を 1 名派遣する

のはひとつの方策である。専門家がひとりなので、実施機関に今までより高い自主性が求められ

る。この期間の活動を通じて実施機関の機能がどれだけ強化されたかを評価することもできよう。

このように派遣専門家の人数を通常のプロジェクト実施期間の 4～5名から大きく削減し、実施機

関の自立発展性を検証するのは、有効な方策であると考えられる。また、派遣される専門家の所

属先は、必ずしも実施機関である必要はない。例えば、タンザニア・プロジェクトにおいては、

個別専門家派遣を KATC ではなく、農業・食料安全保障省に対して行い、財政支援のみを KATC

に対して行うことで、技術面、組織体制面での自立発展性を検証することができよう。その他、

一定期間、協力活動を完全にストップするという方法もあるが、この方式だと次期フェーズの実

施に支障が出るということであれば、研修機関において第 3 国研修を実施する、現地国内研修を

行うなどの方策をもって何らかの継続性を確保するという方策も考えられる。

また、フェーズの間にある程度期間を置くことで、次のフェーズの焦点がより明らかになると

考えられる。例えば、エルサルバドル・プロジェクトは、現在 1 年間のフォローアップ期間にあ

り、小農向けの制度金融の必要性など波及の制約要因が明らかになりつつある。また、時間を経

ることで小規模農家の野菜栽培に関する競争力も明らかになりつつある。このように、プロジェ

クトを直ちに継続せず、しばらく時間を置くことで、新たに見えてくることは多いと考えられる。

5. 1. 6 実施機関との連携方法 
 
（1）実施機関のリソースを踏まえた連携方法の選定 

実施機関の選定に当たっては、そのリソースを十分に検討することが必要である45。実施機関の

リソースを踏まえたプロジェクトの形成パターンとして大きく以下の 4つが考えられる。第 1は、

実施機関のリソースが十分にある場合である。この場合は、目標の流れを踏まえて、ニーズに基

づきプロジェクトが介入すべきポイントを明確にし、そこから着手すればよい。

第 2 は、現状では実施機関のリソースが十分でないが、将来拡充するポテンシャルがあると判

断される場合である。この場合は、協力期間中の JICAによる投入は比較的多くなるが、実施機関

の機能強化を行うことで、将来の面的展開が期待される。実施機関のポテンシャルを検討するに

当たってのポイントは、相手国の開発政策における農業部門の位置づけ（具体的には予算や職員

数などの推移を見る）、普及サービスの地方分権化および民営化の動向、ドナーの支援によって教

45 リソースは包括的な概念であり、資金、人、組織力に加えて、政府のやる気などを含む。
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育・訓練を受けた職員の去就動向などである。ただし、ポテンシャルにかかる判断は容易ではな

い。エルサルバドルの場合、職員の給料は出ており活動費も全くないわけではない、ということ

から、CENTAを実施機関としてプロジェクトを実施した。しかし、他ドナーの中には、エルサル

バドルの農業政策、CENTA への予算措置などを考慮し、CENTA にはリソースがなく、技術移転

を行っても効果の発現が期待できないと判断しているところもある。実施機関のリソースに関す

る判断は、プロジェクトの成否や自立発展性に直結する問題であり、厳格に検討する必要がある。

なお、面的展開を図るには長期間にわたる支援の必要性を予め念頭においた協力を行うことが必

要である。実施機関に十分なリソースもないのにコミットメントもないまま実施されると、多く

の投入をつぎ込んでも成果を得られないといった事態を招きかねない。

第 3は、実施機関

のリソースが十分

でなく、且つ将来拡

充する見込みもな

い場合である。一般

に、途上国の普及機

関は財政面の制約

などで十分な活動

を行えない場合が

多い。この場合は、

実施機関をスキッ

プして民間企業・

NGO などを活用し

て直接農民に働き

かける方法が考え

られる。この方法であれば点的確立は行えるので、結果重視型プロジェクトであれば目標を達成

することも可能である。他方、民間企業やドナーへの依存度の高い NGOを活用したアプローチは、

プロジェクトの実施期間中は技術移転効果が高いが、プロジェクト終了後は農民が問題を抱えて

も尋ねる相手がなく、技術的に行き詰まった場合に打開する方法がない、という問題点がある。

第 4 は、同じく将来的にも実施機関のリソースの拡充が見込めないが、実施機関をスキップせ

ずに実施する（しなければならない）場合である。この場合は、普及システム強化型のプロジェ

クトは自立発展性に問題があり、実施しても成果を得るのは困難である。そこで、結果重視型プ

ロジェクトを実施する、他の機関と連携するなど、何らかの工夫が必要となろう。結果重視型の

プロジェクトであれば、実施機関のリソースが十分ではなくても、プロジェクト期間中に目標を

達成することは可能であると考えられる。

（2）普及機関以外との連携（特に普及が地方分権化されている場合） 

ここまでは実施機関（カウンターパート）をひとまとめにして議論してきたが、実際には普及

望めない

ある ない

（3）民間企業・NGOなどを活用してプロジェク
トを実施。
・面的展開は難しい場合が多い。
・日本の現在のスキームではやや難しい。
例：ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙUSAID、I FAD

（2）JI CA主導型で実施。
・投入は大きくなる
・長期間継続して協力を行う。
例：タンザニアKATC

（1）プロジェクトを
実施。
例：ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙJI CA

望める

（4）結果重視型プロジェ
クトで実施、あるいは他
の機関との連携を探る。
・面的展開は困難。

する しない

将来的なポテンシャルは望めるか

実施機関をスキップするか

実施機関(普及・研修機関)のリソースは十分にあるか

図5- 2　実施機関のリソースを踏まえた連携方法の選定
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要素を含む案件の実施機関には、中央政府の普及機関のみならず、研究機関、研修機関、地方政

府なども含まれる。表 5-2 からも明らかなように、普及要素が含まれる案件と言っても、エルサ

ルバドルのように中央政府に属する普及機関を実施機関とするのはむしろ稀で、これまで様々な

機関が実施機関となっている。さらに、タンザニアのように、近年では地方分権化によって普及

が県などの地方政府へ移管される国も増えてきている。全ての地方政府と連携することは不可能

であるので、その場合は、1）普及員を対象に研修を行う研修機関を実施機関として、それを強化

することによって間接的に普及能力の向上を図る、2）研究機関を実施機関として、それと普及員

との連携を改善する、3）中央政府の普及政策部門を実施機関として、分権化された普及システム

全体を強化する、4）中央政府との合意に基づき、特定の地方政府を実施機関とし、その成果を中

央政府にフィードバックするなどの方法が考えられる。タンザニアは 1）にあたる。いずれの方

法においても、面的展開のためには、実施機関と普及員との連携を図る活動がプロジェクトに組

み込まれている必要がある。特に、4）は中央政府にフィードバックする活動、さらにはそれが技

術的標準化および制度化される活動がプロジェクトの中に明確に組み込まれていないと、面的展

開は望めない。

表 5- 2 2002年度総合分析の事例研究対象案件および本分析事例調査対象案件の実施機関

案件名 インドネシ
ア 農業普
及・研修シ
ステム改善
計画 

ラオス ヴ
ィエンチャ
ン県農業農
村開発計画 

フィリピン
農村生活改
善研修強化
計画 

スリランカ
ガンパハ農
業普及改善
計画 

ド ミ ニ カ
胡椒開発計
画フェーズ
２／山間傾
斜地農業開
発計画 

タンザニア 
キリマンジ
ャロ農業技
術者訓練セ
ンター計画
1・2 

エルサルバ
ドル 農業
技術開発普
及強化計画

責任機関 農業省 農林省 農業省 計画実施・
国会担当省

農務省・農
地庁 

農業・食料
安全保障省 

農牧省 

実施機関 同省農業人
材開発庁が
監督するカ
ユアンボン
農業教育訓
練センター
（BDP） 

農林省と県
農林事務所
の技術者か
らなる特別
なユニット 

農業研修局
（ATI） 

同省地域開
発局／西部
州農業局／
ガンパハ県
農業研修セ
ンター／普
及事務所 

農務省所管
の東北農牧
技術開発セ
ンター→農
務省・農地
庁共同組織

キリマンジ
ャロ農業技
術者訓練セ
ンター 
（KATC） 

国立農牧林
業技術セン
ター 
（CENTA） 

分権化政策 あり あり あり あり あり あり あり 
普及担当 県政府農業

普及情報セ
ン タ ー
（BIPP）お
よび普及所
（BPP） 

？ 地方自治体 州政府 農務省の普
及員・普及
制度は不十
分、農地庁
に は 普 及
員・普及制
度なし。 

地方自治体
（県・村） 

CENTA 

タンザニア・プロジェクトでは、フェーズ 1 の開始以後に普及が地方自治体（県、村など）に

移管されたことから、プロジェクト実施期間中ならびに終了後の波及を睨んで、積極的に県政府

をプロジェクトに取り込むような工夫をしている。例えば、研修員の選定を県政府に依頼する、

モデルサイトの選定にあたって県政府の支援策を勘案する、モデルサイトで選ばれた拠点農家を

県行政局長から承認してもらう、現地研修の際に県政府・村評議会に食料や薪の提供を依頼する、

県に他の灌漑スキームの農民が現地研修に参加する費用の負担を求めるなどである（図 5-3 (1)）。

これに対して、1980年代後半以降地方分権化が進み、普及や技術開発は州政府レベルが管轄す

るようになっていた中で開始されたスリランカ・プロジェクトは、中央主導（計画実施・国会担
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当省地域開発局）でプロジェクトの計画が進められ、機構上は州レベルに位置づけられ、実際の

プロジェクト活動はガンパハ県の農業研修センターと農業普及事務所が中心となって行われると

いう状況となった。実施責任が、農村総合開発事業への協力継続を望む中央政府と普及・研修を

推進したい州政府との間であいまいな形で存在したことが、プロジェクト終了後の持続性に問題

を残すことになった（図 5-3 (2)）。実施機関の選定および関連機関との連携（取り込み）の方法

が、面的展開には重要である。

：農民。場合によっては相互関係がある。 

( 1)タンザニア キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画 ( 2)スリランカ ガンパハ農業普及改善計画 

図 5- 3 分権化政策の下で普及事業を行う地方政府との連携 

5. 1. 7 実施機関のマンデートとプロジェクトのスコープとの整合性 

（1）プロジェクトのスコープにあわせた実施機関の変更・追加 

プロジェクトの活動が実施機関のマンデートと合致していることはたいへん重要である。しか

し、要請時あるいはプロジェクト形成に重要な役割を果たしてきた実施機関のマンデートがプロ

ジェクトのスコープと合致していないケースが見られる。例えば、スリランカ・プロジェクトの

活動は、適正作物を選定するための研究活動と普及員や中核農民を通じた普及方法の改善であっ

たが、実施機関は普及・研修機関であり、研究部門を有しておらず、これが一因ともなってプロ

ジェクト期間中にアプローチを大きく変更することとなった。このように実施機関のマンデート

とプロジェクトのスコープが合致していない場合には、カウンターパートをプロジェクトの活動

に適合した機関に変更する（あるいはカウンターパートに追加する）べきである。フィリピン・

プロジェクトの場合は、スコープに研修と普及が含まれていたが、地方分権化の結果、実施機関

の管轄が研修・普及から、研修のみとなった。そこで、途中から普及を管轄する地方自治体を巻

き込んで実施した。

また、継続案件の場合、プロジェクトのスコープの変更によって、実施機関も変更される必要

がある場合もある。例えば、ドミニカ・プロジェクトでは（実質的に）3 つのフェーズに分けて

実施されているが、活動の展開に応じて主要な実施機関も「農務省所管の東北農牧技術開発セン

職
員
・
農
民
研
修
 

普
及
 

農業・食料安全保障省 
研修局 

KATC 
(プロジェクト)  

県政府

県政府

県政府 ガンパハ
県農業普
及事務所

ガンパハ県 
農村総合開発
事業事務所 

プロジェクト 
（アンベプッサ農業
研修センター内） 

生産グループ その他農民

普及員

西部州
計画局

西部州
農業局

研究機
関？ 

計画実施・国会担
当省地域計画局

農業・土
地省 

財務省対
外資源局 

（プロジェクト期間
中は中心的役割を果
たしていたが、終了
時には解散） 
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ター」→「東北農牧技術開発センター、農地庁」→「農務省、農地庁」と変更されてきた。また、

タンザニアフェーズ 1・プロジェクトでは、対象地域がそれまで 20年近くにわたって協力を行っ

てきたキリマンジャロ州から全国へと広がった。それに伴い、カウンターパートもキリマンジャ

ロ州政府から中央政府の農業・食料安全保障省（当時は農業・協同組合省）に変更された。変更

に際してキリマンジャロ州はかなり難色を示したようだが、日本側が筋を通したものである。

（2）実施機関が複数ある場合への対応 

普及プロジェクトの場合、複数の機関・地域を対象とし、いくつかの組織が実施機関として関

与してくる場合がある。この場合、プロジェクト終了後の組織的自立発展性が懸念される。例え

ば、ドミニカ・プロジェクトでは対象地域が、「従来から農業を営む農家」からなる地域と「各地

域に入植した農家」からなる地域とから構成されていた。そのため、各々を所管する省庁・組織

が異なり、普及活動の組織・予算が別々になっていた。こうした状況を踏まえ、プロジェクトと

しては同国の国家開発計画への内部化（前述）、組織横断的なアクションプランの策定などを行っ

た。このように新規作物の普及プロジェクトでは、研究、研修、普及といった様々な種類の組織

が関与する場合が多い。プロジェクト終了後も関係組織間の十分な連携の下に自立発展的な活動

が実施されるためには、十分な仕組みづくりが必要となる。その手段として、国家開発計画、セ

クター・地域計画などにおける目標・活動実施の明確化、ライン組織における業務としての活動

の明確化、予算の確保、予算分担のルール化などが考えられる。

（3）実施機関に新たなマンデートが付与される場合の対応 

プロジェクトの実施期間中に限定した形で、追加的なマンデートが実施機関に付与されること

もある。例えば、ラオス・プロジェクトでは、その実施に当たって政府機関は特別なユニットを

構成している。実施機関がプロジェクトのために新たに設立される、あるいはマンデートが付与

されることは自立発展性の視点から必ずしも望ましくはない。しかし、プロジェクトの実施上や

むをえない場合には、以下の点に留意する必要がある。第 1 は普及を管轄する他の機関との役割

分担である。そのマンデートを活動範囲とする機関が既にある場合、同機関との役割分担を明確

にしておく必要がある。第 2 は、新たなマンデートを担うことが、当該機関の将来にどのように

生かされるかを明確にすることである。ラオス・プロジェクトでは、プロジェクト期間中に追加

されたマンデートが、プロジェクト終了後にどのように有効に活用されるかが、必ずしも明確に

されていない。また、タンザニアフェーズ 2・プロジェクトでは、普及に近い活動を行う意義が

必ずしも関係者間で共有されていないように見受けられる。第 3 は、マンデートの追加だけでな

く、予算措置も適切になされることである。予算措置がなければ活動はできず「絵に描いた餅」

になってしまう。タンザニアフェーズ 2・プロジェクトではゾーン灌漑オフィスが県を越えた技

術波及のコーディネーション的な役割を果たすことが検討されたが、予算措置が伴っておらず、

実質的にはほとんど活動を行っていない。
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5. 1. 8 準備フェーズ、終了フェーズの設定 

プロジェクトの実施に際しては、現状やニーズの把握が不可欠であり、そのためには準備フェ

ーズを設けることが考えられる。エルサルバドル、タンザニアの両プロジェクトとも、プロジェ

クトの開始時は予定通り活動がはじまらず、結果としてプロジェクトの活動時間に制約をもたら

した。準備フェーズを設けることは、こうしたリスクのヘッジにもつながる。実際、ラオス・プ

ロジェクトでは、準備フェーズを実施し農民ニーズの把握を徹底して行った。これがフェーズ 2

のスムーズな開始につながっている。また、プロジェクトの進展を踏まえ、プロジェクト終了後

の実施機関へのスムーズな移転のために、終了（撤退）フェーズを設けることも考えられる。実

施フェーズを含め、プロジェクトがこうした 3 つのフェーズから構成される場合、各フェーズの

内容と特性は以下のようにまとめられる。

準備フェーズ： 現状調査を行い、現状およびニーズを明確化する。これらは事前調査でなされること
が理想的ではあるが、すべてを事前調査で行うことは困難である。普及対象の技術が
開発されていない場合は、技術開発を行う。また、カウンターパートが研修機関の場
合は、教官のトレーニング、研修テキストの作成などを行う。普及機関の場合は、普
及員の訓練などを行う。この時期は、普及機関・普及員の機能強化の時期であり、予
算はそれほど必要ないと考えられる。

実施フェーズ： 開発された技術を本格的に普及させる時期である。研修活動も本格化する。普及員、
研修参加者の活動が活発になるので、資金需要は増大する。普及にもいくつかの段階
があるので、実施フェーズをプログラム的に捉え、重点の置き方によって、技術移転、
農業信用の供与、マーケティング支援などのサブフェーズにさらに分けることも可能
であろう。

終了フェーズ：プロジェクト終了後を見据えた活動を行う時期である。プロジェクトの自立発展性は、
プロジェクトの形成・実施のときから留意すべきであるが、それを具体的な活動に落
とす時期である。例えば、タンザニアフェーズ 2・プロジェクトでは、同国における
農業セクター開発プログラム（ASDP）の枠組みの中で KATC が活動を行えるように
なることを目指しており、そのために現地研修会の費用の削減などを図る予定である。
なお、終了フェーズは段階的にドナーの関与が減少していく時期であり、プロジェク
ト終了後をにらんだ協力体制となることから、必要となる予算は減少していくと考え
られる。

5. 1. 9 普及関連機関の機能強化の評価手法についての考察 

普及システム強化型プロジェクトの場合、普及関連機関の機能強化がプロジェクト目標となる

が、こうした Capacity Development の実現度合いを評価することはたいへん難しい。ここでは、

参考例として三つの案を提示する。第 1 は、エルサルバドル・プロジェクトの専門家が考案した

普及員の機能強化にかかる定性的な評価手法である（表 5-3）。本評価の視点は、単に技術面だけ

でなく、普及員として重要な農家の実態把握、農民の指導力なども包含しており、普及員を総合

的に評価しているのが特徴である。なお、こうした定性的な評価は、評価する専門家の主観によ

るところが大きく、どれだけ客観的に評価できるかが問題となる。そのためには、専門家の間で

何らかの共通基準を設け、複数の専門家が評価を行うことが必要となろう。
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第 2は、農

民による普

及関連機関

の逆評価で

ある。農民は、

普及･研修機

関からサー

ビスを受け

る立場にあ

り、同機関の

機能が強化

されれば、農

民はそれを

知覚するは

ずである。逆

に農民に知覚されない機能強化は、十分な効果があったとはいえないであろう。実際、エルサル

バドルおよびタンザニアの両プロジェクトにおいて、農民は普及員･研修教官の能力強化を高く評

価している。逆評価の実施方法としては、プロジェクトの実施前と実施後、あるいはプロジェク

ト実施地域と未実施地域において調査を行う方法が考えられる。

第 3 は、センターの機能が強化されたならば達成されるであろう技術普及を見込んだ指標を設

定することである。例えば、モデルサイトにおける農民の単収の向上であり、こうした考えは、

タンザニアフェーズ 2･プロジェクトで実際に採用されている。これは、センターの機能強化を通

じて技術が実際に農家に普及し、それが結果となって表れることを計るものであり、上述の二つ

の指標よりもアウトカム的な指標である。この場合、一般に単収は他の要因に左右されることも

あるので、外部条件を明確に記すことも必要となろう。

5. 2 普及案件におけるモデルの設定にかかる教訓 

本節では「普及」案件におけるモデルの設定に関する教訓を取りまとめる。ここでは、「普及案

件のモデル」を、農民へのアプローチ手法だけでなく、波及対象技術の選定方法、その技術の導

入に必要な資機材の供与方法、ターゲットグループの選定方法、普及プロジェクトの実施手法な

ども含んで捉えている。

5. 2. 1 ターゲットグループに適した技術の選定 

プロジェクトの目的によってターゲットグループは異なり、選定されたターゲットに適合した

技術を開発・選定することが原則である。大農・中農をターゲットとする場合には、初期投資が

ある程度大きくても収益性が高い技術であれば、普及する可能性が高いが、小農をターゲットす

る場合は、初期投資がそれほど大きくなく、かつ技術的難易度も高くない技術でなければならな

普
及

農
業
生
産
基
礎
技
術

農
業
経
営
基
礎
技
術

基
礎
作
物
栽
培
知
識

基
礎
作
物
栽
培
能
力

野
菜
栽
培
知
識
能
力

野
菜
栽
培
能
力

技
術
応
用
力

農
家
実
態
把
握
力

実
態
分
析
能
力

デ
モ
フ
ァ
ー
ム
企
画
力

デ
モ
フ
ァ
ー
ム
指
導
力

営
農
改
善
指
導
書
計
画
作
成
能
力

営
農
改
善
指
導
能
力

普
及
活
動
計
画
書
作
成
能
力

普
及
活
動
実
践
能
力

指
導
力
総
合
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格
的
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術
的

前 2 1 3 2 3 1 1 1 1 － － － － 2 2 2 3 3

後 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4
注：評価は5点満点で、－は評価不可能であることを示している。

表5- 3　普及員の定性的評価

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

信頼度農家実態
把握分析

基礎
技術

普及能力
（１）

普及能力
（2）

作物栽培技術
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い。また、貧農をターゲットとする場合には、初期投資を全く（あるいはほとんど）必要とせず

に彼らの基本的なニーズを満たす技術を選定する必要がある。以下では、小農（あるいは貧農）

をターゲットとする場合の技術の選定、およびその技術を活用するのに必要となるインフラの供

与の方法について検討する。

（1）容易で初期投資を必要としない技術 

普及対象技術の選定に当たって、まず農民の現状、制約要因に十分に配慮し、そうした諸条件

に応じた技術を開発することが重要である。エルサルバドル、タンザニア・プロジェクトの場合、

農民は技術レベル・教育レベルはそれほど高くなく、制度金融も整備されていないことから資金

面での制約も強かった。他方、労働力は豊富にあるという状況にあった。こうした状況を踏まえ、

タンザニア・プロジェクトでは、容易で初期投資をほとんど必要とせず、家族労働力の投入量を

増大し、より的確且つタイムリーに用いることで収量の増大を図る技術を推奨した。加えて、本

技術はジェンダー面での格差の是正にも寄与するものであった。また、生産に必要となる農具も

従来から地域にあるもので対応できた。こうした特性は、タンザニアにおいてプロジェクトが推

奨する技術が急速に波及した最大の要因であったと考えられる。エルサルバドル・プロジェクト

で開発した野菜栽培技術も、農民が練習さえ積めば容易に習得できるものであった。同プロジェ

クトが推奨した技術にはいくつかのコンポーネントがあるが、その中心は苗を病害虫から守るた

めの育苗ハウスの活用であり、これは比較的高価であった。育苗ハウスの購入には約 1,000 ドル

かかるが、これは慣行型の農業を行う農民の 1年間の作物粗収入に相当する46。また高収量品種の

導入を推奨したため、インプットの費用も比較的高価であった。このようにインプットおよびイ

ンフラに相当のコストがかかるというのは波及にとっての制約要因となっている。エルサルバド

ル、タンザニアの事例から、小農（貧農）に波及する技術の特性として以下が挙げられる。

・容易であること
・初期投資をあまり必要としないこと
・余剰資源である労働力の投入の増大で収量の増加を図ること
・ジェンダー格差の縮小につながること（あるいは拡大につながらないこと）
・既存の農具を活用できること

その他、波及に適した技術の特性として、水利用の効率化につながる技術が挙げられる。タン

ザニア・プロジェクトで波及を推奨している水管理技術は、従来の方法と比較し灌漑用水の節約

につながる。そこで灌漑スキーム全体で稲作面積を増大させるために、新技術の採用を条件に水

を供給する、あるいは新技術を導入しないとペナルティーを課すといった制度を導入している灌

漑スキームがある。こうした特性を持った技術は波及しやすい。

また、波及対象となる技術は、新しい技術である必要はない。インドネシア・プロジェクトで

は、普及員が管轄地域内の優良農民・グループの優良事例を発掘し、その事例を分析して地域の

46 エルサルバドル共和国農業技術開発普及強化計画、「営農技術体系」、2003年 11月、資料 2（簡易営農モデル）。
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課題解決を図るという活動を研修に取り込んでいる。研修を受けた普及員は、こうした優良事例

を全面的に活用しているとのことであり、地域の優良事例は、波及を図る技術として優れている

と考えられる。

なお、ここでは技術面に焦点を当てたが、農作物の販売面にも十分に考慮することも重要であ

る。エルサルバドル・プロジェクトで取り組んだ野菜、タンザニアのコメとも市場性は高く、プ

ロジェクトが推奨する技術を導入することで、収入を増大、安定させることが可能であった。

（2）初期投資を必要とする技術とそうでない技術 

上述したように農民にとって容易でコストもかからず、且つ大きなリターンを得ることのでき

る技術は理想的だが、時間的制約のある技術協力プロジェクトの期間中に、専門家がそうした技

術を開発することは困難であるし、そもそもそうした技術が今まで開発されずに残っているのか

どうかも不明である47。実際、スリランカ・プロジェクトではココナッツ畑の間作の導入を図った

が、適切な導入作物・技術が見つからなかった。

こうした理想的な技術が見つからない場合、次善の策としてプロジェクトが技術を選定するに

当たって、大きく以下の二つの選択肢があろう。第 1 は、ある程度の初期投資を必要とするが、

それなりのリターンを得られる技術であり、第 2 は殆ど初期投資を必要としない代わりにリター

ンも小さい技術である。第 1のタイプはエルサルバドルにおける育苗ハウス･潅水システムがその

例として挙げられる。こうした技術は、初期投資費用がかかるために、そのままでは農民が受け

入れることは難しい。従って、それらの費用を農民が受け入れられるレベルにまで低減する、あ

るいは小農向けの制度金融をあわせて整備することが必要になろう。通常、プロジェクト期間中

の技術開発には時間的な制約があるので、プロジェクト終了後、どこまでコストを下げられるか

も技術の選定には重要となる。コストの削減が難しい場合には、融資制度の整備が重要である。

どちらも実現しない場合には、プロジェクトの推奨する技術が波及しないという懸念がある。な

お、たとえ農業信用制度を導入しても、小農にとってリスクが大きすぎる場合には、技術の波及

は進まないことにも留意する必要がある。USAIDはエルサルバドルにおいて小農の野菜栽培を支

援し、その中で農民が育苗ハウスにかかるコストを削減するような方策を試みた。それでも小農

はリスクの高い野菜栽培には取り組まなかったとのことである。農民がどれくらいのリスクを許

容できるのか、営農調査などに基づき詳細に分析することが必要であろう。

他方、第 2 の方策は、農民が受け入れ可能なレベルを先に定め、それを念頭においた技術開発

を行うものである。いわば Low risk, Low return技術である48。この場合、農民にとってメリット

が小さく、農民はその技術を受け入れないという懸念がある。しかし、少なくとも勤勉でやる気

47 タンザニアは灌漑稲作に関して 20年間にわたる経験の蓄積があり、KATCプロジェクトが開始される前から既
に技術的なベースが確立されていた。また、主として既に灌漑施設が整備されているところを対象としていた。
他方、エルサルバドルは基本インフラもない小農を対象としていた上に、すべてが一からのスタートであった。
技術の選定の容易さは、こうしたプロジェクトの歴史的背景にもよる。
48 Low risk, high returnの技術もあろうが、ここでの議論の前提は、そうした技術がない（見つからない）場合で
ある。Low risk, high returnがある場合については、（1）で議論されている。
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のある農民にとっては受け入れ可能な方策である。

技術の選

定に当たっ

て、どちら

の方策が望

ましいかは

一概には言

えず、初期

投資コスト

の削減可能

性、当該国

の農業政策、

周辺国との

比較優位、

農民の勤勉度やリスクの許容レベルなど様々な要因を考慮しつつプロジェクトの中で選択してい

くべきである。農民が技術を受け入れられるという視点からは第 2 の方策が望ましいかもしれな

いが、第 1 の方策は初期投資コストが十分に下がれば農民にとって対応可能となる点にも留意す

る必要がある。実際、エルサルバドル・プロジェクトではプロジェクト終了後もコスト削減に取

り組み、現在は初期投資費用は半額程度にまで低下してきている。

実際の波及プロセスにおいては、二つの方策は段階的に実施されることが考えられる。例えば、

エルサルバドルのプロジェクトでは育苗ハウスの利用が技術の根幹であるが、同ハウスは共同利

用することが可能である。そこで、まず第 1 段階として、同ハウスを共同で利用するとともに、

プロジェクトの推奨する費用がかからない技術（例えば、整枝技術や敷き草マルチ）を利用し、

収入の増加を図る。そして利益がある程度蓄積した時点で、第 2 段階として、より安定した営農

の実現に向けて個人用育苗ハウスなどの初期投資を行うという方策である。本手法であれば、農

民は時間はかかるがインフラ投資にかかる資金不足やリスクを克服することができるかもしれな

い。また、将来の可能性を示すことで、農民のやる気を高めることにもつながる。

（3）農民にとってのリスクを考慮した資機材の提供 

上述したようなアプローチを採用する場合、農業生産に必要となるインフラを、どのように農

民に提供するかも重要なポイントとなる。どのような技術であろうと、新しい技術の導入は農民

にとってリスクを伴う。その場合、①いかに農民にそうした技術に関する関心を高め、同時に、

②技術導入のリスクを軽減するか、ということがプロジェクトの役割となる。小農は初期投資が

資金的に可能であったとしても、リスクをできるだけ回避する傾向が強い。そこで、リスクを軽

減する方策をプロジェクトの中に組み込むことはたいへん重要である。

その方法として、大きく 3 つの方策が考えられる。第 1 は、新技術を試験圃場で展示し、その

殆ど初期投資を必要としない技術
　　例：敷草マルチ、整枝技術

長所：農民にとって受け入れ可能。
短所：インパクトが小さい。

ある程度の初期投資を必要とする技術
　例：育苗ハウス、潅水システム

長所：農業活動の活発化につながりやすい
短所：コストが高く農民の受け入れが困難。

選択に当たって：
・プロジェクト終了後のインフラコスト削減の可能性
・農民のリスクの許容レベル
・農民の勤勉度合い
・インフラの共同利用の可能性

統合（段階的）アプローチ
1. まず殆ど初期投資を必要としない技術で収入の増加を図る。
2. ある程度資金がたまった段階でインフラを整備する。
例：エルサルバドル・プロジェクト

図5- 4　技術の選定と段階的アプローチ
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可能性を説くが、農民にはインフラ、インプットの供与を行わず、農民が自発的に取り組むまで

待つという方法である。第 2 は、銀行による融資制度をプロジェクトの中で優先的に確保し活用

するものである。第 3 は、一部コストシェアリング・ベースで供与する方法である。どの方法が

望ましいかは、移転対象となる技術の特性や対象地域の状況（農民の所得レベルなど）によって

異なると考えられる。

第 1 の方策は、インフラ・インプットの費用が殆どかからなければ可能かもしれないが、エル

サルバドル･プロジェクトで導入を奨励した技術のように比較的高額の初期投資を必要とする場

合、農民は金銭的、技術的リスクを許容できず、投資を行いにくいと考えられる。第 2の方策（貸

与）については、資金面での制約はクリアーできても、技術面でのリスクをどうとるかが問題と

なる。新技術を全く知らない農民が、インフラ・インプットを調達するために年収を超える金額

を債務として抱え、いきなり栽培に取り組むのは、あまりにもリスクが高い。こうしたことから、

エルサルバドル・プロジェクトが第 3 の方法を用いたのは、妥当な選択であったと考えられる。

なお、この第 3 の方策は、新技術の学習段階においては農民の負担はできるだけ少ない方が良い

という、考えに基づいている。学習時における手厚い支援は、拠点農家、周辺農家の技術の習得

に大きく貢献した。また、拠点・周辺農家は周囲の農家への技術移転のコアおよびデモ的な役割

を果たしており、これは（正の）外部経済をもたらしている。その面からも、資機材の一部供与

は正当化されよう。ただし、他方、この方策がエルサルバドル政府の政策的枠組みの中で長期的

な自立発展性を持ちうるかを検討する必要もあろう。

（4）コストシェアリングを通じた資機材の供与 

資機材の供与を、コストシェアリング・ベースで行うことも重要である。単なる供与では、農

民の側にオーナーシップの意識が醸成されずに、資材の維持管理も適切になされない。また、自

分の圃場にあうように変更する工夫も生まれない。さらに、農業部門に対する補助を廃止または

縮小している多くの途上国においては、援助プロジェクトによる多額の資機材補助は上位計画、

政策、制度との不整合を生じさせることにもなる。

また、供与を受けた農民から収益の一部を返済してもらい、それをリボルビングファンドのよ

うに回していく方策も考えられる。実際、エルサルバドル・プロジェクトの拠点農家とのヒアリ

ングでは、野菜栽培で得た収益の一部（定額制ではなく、定率制）をインフラの供与を受けた代

金としてプロジェクトに返済することは構わないと返答する農家が多かった。こうした返済が、

リボルビングファンドとして他の農家への融資の原資となりうる規模かどうかは不明であるが、

このような仕組みを検討することも一案である。

5. 2. 2 ターゲットグループ・地域の中での条件の適した農家・地区の選定 

農家や地域の多様性を考慮すると、一般に技術はターゲットとなっている全ての農家に行き渡

ることは困難であり、農家の中でも条件の適したところを中心に波及することが多い。そこで普

及プロジェクトにおいては、ターゲットグループ・地域の中からさらに、ある程度条件の適した

対象農家・地区を選択することがプロジェクトの円滑な実施に資すると考えられる。ドミニカ・
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プロジェクトでは適した農地を有する農家のみを対象に胡椒栽培技術を移転し、成功している。

また、施設や投入財にある程度の初期投資を必要とする技術の普及を目的とするプロジェクト

では、小規模（貧困）農民がターゲットグループであっても、その中の最も貧しい農民層（極貧

困層）を主たるターゲットとすることは避けたほうが良い（図 5-5）。新技術の導入には何らかの

リスクが伴うが、

極貧困層はそう

したリスクを冒

すことが困難だ

からである。エル

サルバドル・プロ

ジェクトでは、サ

ーベイに基づき、

小規模農家の中

でも中レベルの

層を対象として

選定した。

なお、当然のことながら上記の議論は極貧困層や農地が適していない農家を無視するというも

のではない。とりわけ低位の農家（極貧困層）への支援は重要である。逆に、ODAによる技術協

力プロジェクトにおいて、大規模農家層だけを対象とすることはまず考えられない。ここで重要

なことは、多様な農家が存在する地域においてひとつの技術が全ての農家に裨益することは稀で

あり、対象となる農家・農地にフォーカスすべきという点である。

広範囲の地域を対象としたプロジェクトの場合、事情のよくわかっている地域から取り組むこ

とも有効な方法である。タンザニアフェーズ 1・プロジェクトにおいては、当初はキリマンジャ

ロ州およびその近隣地域以外の稲作事情がよくわからなかった。そこで、プロジェクトの前半で

は、同地域の普及員・農民を主たる対象に研修を行った。その間に研修プログラムの改善、周辺

地域の情報収集を行い、次第に研修の対象を全国に広げていった。

5. 2. 3 プロジェクトの実施手法 

（1）サーベイの実施による現状・ニーズの把握 

プロジェクトの実施に当たって、現状の正確な把握は不可欠である。事前調査等を通じて対象

地域の調査が行われるが、それでは不十分なことが多い。そこで、エルサルバドル、タンザニア

フェーズ 2 の両プロジェクトとも開始時に詳細なサーベイを実施した。これは、プロジェクトの

その後のあらゆる活動の基礎となった。

ただし、サーベイの実施に当たっては、その枠組みを予め明確にすることが重要である。エル

サルバドル・プロジェクトでは事前に決められた農家戸数をカバーするために 1 年間を要してし

小規模農家の中の中位層

小規模農家
（貧困農家）

小規模農家の中の低位層

上位層

中規模農家

大規模農家

少額の初期投資を
必要とする技術の
普及を目指す際の
ターゲット

図5- 5　初期投資を伴う普及プロジェクトのターゲット
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まい、その後の活動に時間的制約をもたらす結果となった。サーベイの規模・項目については、

プロジェクトの内容や期間を考慮して現地の専門家が決めれば良いと考えられる。

また、プロジェクト実施中も（できれば終了時以降も）サーベイを継続して行うことで、プロ

ジェクトの成果を計量的に示すだけでなく、技術の波及度合い、およびその要因を把握、分析す

ることも可能となる。実際、エルサルバドル・プロジェクトでは、プロジェクト実施期間中も営

農調査を継続的に実施し、拠点・周辺農家の営農面での変化を綿密に追っている。

（2）透明性の高いプロセスの採用 

タンザニアフェーズ 2・プロジェクトの特徴のひとつに、研修や普及にかかるプロセスをはじ

めから明らかにするなど、透明性が高いことが挙げられる。例えば、拠点農民や周辺農民の選定

基準・役割が予め明確にされており、選ばれる農民だけでなくその他の農民にもそのことが周知

されている。コストシェアリングにかかる方針も明確である。他方、エルサルバドル・プロジェ

クトでは、専門家はインプットやインフラの農民への供与はデモンストレーション目的であるこ

とを明確にしていたが、それが普及員、農民には必ずしも十分に伝わっていなかったようである。

例えば、普及員の中には、インフラを供与されなかった農民に対して、育苗ハウスが建設される

ようにプロジェクトに働きかける、と説明しているものもいた。また、拠点農家になることを同

意した後でも、実際にどれだけの個人負担があるのかが、必ずしも明らかではなかった。全ての

介入プロセスを事前に明らかにすることは困難であるが、プロジェクトのアカウンタビリティー

を高め、農民が判断し易い状況を作るためにも、できるだけプロセスを透明化することが重要で

ある。

（3）期間を限定した物的支援 

エルサルバドル・プロジェクトでは拠点農民への物的支援（インプットの供与）を、活動の主

たる対象が周辺農民に移った時点で打ち切った。拠点農民に対しては、インフラ・インプットに

かかる支援が（コストシェアリング・ベースで）プロジェクトからなされていたので、オーナー

シップの欠如、プロジェクトへの依存度の高まりが懸念された。拠点農民への支援を打ち切るこ

とで 彼らのインフラへのオーナーシップ意識の向上が高まるとともに、プロジェクト活動実施

中からプロジェクトの終了後を見据えた活動を行うようになった。実際、拠点農民の中には、プ

ロジェクトから供与された防虫ネットを節約して利用し、余った分を育苗ハウスの拡張に利用し

たり、修繕したりしている事例が見られた。また、支援を途中で打ち切ったことで拠点農民の自

立発展性をプロジェクト期間中に確認することも可能となった。

拠点農民への支援を打ち切ったことは、周辺農民に対しても、プロジェクトによるサポートは

一時的であるという意識を植え付けることに役立ったと考えられる。これは周辺農民が短期間で

技術を習得しようとするインセンティブを高めたと考えられる。
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5. 2. 4 農民間普及 

農民間普及は面的展開を実現する重要なアプローチである。エルサルバドルおよびタンザニア

（フェーズ 2）のプロジェクトは、農民間普及（farmer to farmer extension）を採用している。農民

は新技術の導入に際して、日頃から良く知っている農民が新技術で成功したかどうかを重視して

いる。また、財政面での制約から途上国では普及員・普及機関は脆弱であることが多い。農民間

普及はこうした農民の特性、普及員・機関を取り巻く環境をうまく考慮したアプローチである。

また、技術移転を受けた農民が、次は普及の拠点となって、より多くの農民に技術移転するとい

う方策は、波及のスピードを高め、効率性の高いアプローチである。ここでは、本アプローチを

採用するに当たって重要な点について取りまとめる。

（1）拠点農民→周辺農民→一般農民という波及プロセス 

センター
(教官、
普及員・
研究員)

技術
移転

技術
移転

一般
農民

周辺
農民

拠点
農民

一般
農民

周辺
農民

拠点
農民

フィード
バック

フィード
バック

普及員のサポート 普及員のサポート

図 5- 6 農民間普及のアプローチ 

エルサルバドル、タンザニア（フェーズ 2）の両プロジェクトで拠点農民、周辺農民、一般農

民というアプローチが採用されている。まず拠点農民に技術移転をし、続いて拠点農民が普及員

のサポートを受けながら周辺農民に技術を移転する。次に周辺農民がその他の一般農民への技術

移転の担い手となるという仕組みである（図 5-6）。ドミニカ・プロジェクトでも拠点農民を通じ

た農民間普及アプローチが採用されている。

（2）透明性の高い拠点農民の選定プロセス 

農民間普及のプロセスから明らかな通り、拠点農民の選定はたいへん重要である。タンザニア

フェーズ 2・プロジェクトにおいては拠点農民の選定基準およびその役割を予め明らかにし、そ

れを灌漑スキームの農民全員に周知させた。その結果、拠点農民だけでなく、他の農民も拠点農

民の役割を理解することとなった。これが拠点農民を通じた技術波及に大きく貢献したと考えら

れる。また、選定された拠点農民に対して県行政長官の認可を義務付けたが、これは不適切な拠

点農民の排除および拠点農民の権威付けに寄与した。
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なお、エルサルバドルでは拠点農民の選定に際してタンザニアとは異なるアプローチを採用し

ている。具体的には、まず条件（農家粗収入、所有農地面積、教育レベル、農業への従事時間）

を定め、それを満たす農民を対象に、栽培形態（野菜栽培の有無）、農地の傾斜度、井戸水の有無

について、拠点農家が対象地域の農民の多様性を代表するように選定した。エルサルバドル・プ

ロジェクトがこうした方式を採用したのは、技術波及のコアを選定するというよりは、プロジェ

クトが推奨する技術が、対象地域の多様な農民に受け入れられるかどうかを検証することを目指

したためである。従って、例えば農民組織での活動経験などは選定基準に含まれていない。こう

したことから、タンザニアと比較し、農民間普及のコアとしての役割に適していない拠点農民が

おり、プロジェ

クトでは途中で

拠点農民の交代

を行っている。

タンザニア、エ

ルサルバドルの

プロジェクトか

ら拠点農民の選

定に当たっての

重要なポイント

をまとめると表

5-4 のようにな

る。

（3）農民の自発的意思に委ねた周辺農民の選定 

拠点農民が農民組織（タンザニアフェーズ 2）あるいは専門家・カウンターパート（エルサル

バドル）によって選定されたのとは対照的に、両プロジェクトとも周辺農民は拠点農民が選定し、

それをプロジェクトが選定基準に基づき認可する方式を採用している。これは、拠点農民、周辺

農民の双方が技術移転にかかる活動をしやすくするための配慮である。なお、両プロジェクトに

おいて拠点農民の近くに居住していること、あるいは圃場が近いことが選定基準として掲げられ

ており、これも技術移転活動をしやすくするための工夫である。また、両プロジェクトで周辺農

民への技術移転はグループ活動に基づいて実施している。これは技術移転の効率化、農民間の競

争意識の向上、および将来の組織化（共同購入・共同販売など）に向けた布石として有効な手法

である。

（4）普及員と農民の技術力の向上 

農民間普及においては、普及活動のコアとなる農民（拠点農民・周辺農民）の負担が大きい。

現時点では、モデルサイトの拠点農民は選ばれたことを名誉に感じ、その責務を果たしているが、

活動が長期間に渡るとその役割を十分には果たせない事態が生じることも予想される。また、拠

エルサル
バドル

タンザニア
フェーズ2

プロセス 選定基準が明確にされる。 ○ ○
農民組織によって選ばれる。 ○
拠点農民としての役割が本人に示される。 ○ ○
その他の農民も拠点農民の役割を周知する。 ○

選定基準 読み書きができる。 ○ ○
農業に専従している。 ○ ○
他の農民に技術を移転できる。 ○
他の農民と協力できる。 ○
先進的な農民である。 ○
圃場近くに居住している。 ○
土地を所有している。 ○
年齢制限あり（15歳以降64歳以下）。 ○
農民組織で活発に活動している。 ○
地方行政機関の承認を得られる。 ○

表5- 4　拠点農民の選定基準
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点農民といえども、全ての技術に精通しているわけではなく、技術面でのサポートも必要であり、

農民間普及においても普及員の役割はたいへん重要である。一般に普及員は様々な制約を抱えて

おり、普及活動を十分に行うことは困難であるが、農民の意識が高まり、また農民をグループ化

することで、普及員が活動しやすい状況が形成されることも想定される。特にタンザニアでは普

及員は各村落に居住しているので農民へのアクセスは比較的容易であり、その可能性は高く、普

及員と農民の活動はWin-Winの関係にありうる。また、普及員の技術が向上すれば、管轄する地

域の農民への技術移転にも寄与しよう。こうしたことから、農民間普及のアプローチを採用して

いても普及員の技術力を高めていくことは重要である。

（5）デモ圃場の活用 

技術移転に際して、重要な役割を果たすのがデモ圃場である。周辺農民を対象にしたヒアリン

グでは、新技術の有効性を確信した手段として、拠点農家の圃場での栽培を実際に見たこと、と

いう回答が最も多かった。これは、公的な試験圃場ではなく、以前から良く知っている農民が栽

培し成功することが、農民による新技術の有効性の確認に最も有効であることを示している。

デモ圃場はできるだけ多く作成することが重要である。農民の目にとまることの多い道路沿い

や集会場の近辺などがデモ圃場の設置に適した場所である。また、デモ圃場の大きさは当該スキ

ームやその地域で一般に用いられている基本的な単位（例えば 0.5 エーカー）とすることが望ま

しい。それは、例えば肥料の投入量を自分の圃場の必要量に換算しやすいからである。

（6）農民間の競争意識の醸成 

エルサルバドル、タンザニアの両プロジェクトで農民間の切磋琢磨を促すような方策が導入さ

れている。例えば、タンザニアでは周辺農民は拠点農民と圃場を接しており、自然と稲作技術の

向上、ひいては収量の増大を競争するようになる。また、Farmers’ Day では各モデルサイトにお

いて技術の優秀な拠点農民 3 名が選ばれ、大勢の参加者の前で発表することになっている。農民

にとってこうした場に選ばれることはたいへんな名誉であり、自分が代表となることを目指して

各自が技術の向上に励んでいる。エルサルバドルでも、拠点農民は頻繁に他の農家を訪問し技術

の導入状況を視察した。こうした相互訪問（視察）は、拠点農民間に競争意識を醸成することと

なった。こうした競争意識の醸成は、いきすぎると技術移転の妨げとなりうるが、両プロジェク

トにおいては農民の技術導入への意欲を高め、技術移転のスピードアップにつながった。

5. 2. 5 研修を通じた農民・普及員への技術移転 

研修は普及にかかる方策のひとつであり、タンザニア・プロジェクトでは研修を通じた技術移

転が主たる手法となっている。またエルサルバドルにおいても、普及員、農民に対する研修はプ

ロジェクトの主たる活動のうちのひとつであった。以下では、研修におけるポイントを取りまと

める。
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（1）技術的確実性と受容性とを重視した研修パッケージの開発 

研修パッケージの開発に当たっては、コスト面に留意しながらも、技術が確実に伝わる研修パ

ッケージの開発を図ることが重要である。始めから相手国に受け入れられることだけを念頭にお

いてコスト面だけを優先させると、技術面が不安定な「安かろう、悪かろう」という研修パッケ

ージとなってしまう可能性がある。そこで、まず技術が確実に伝わる研修パッケージを開発する

ことを優先し、それが達成されたならば、その研修パッケージの中身を吟味し、必要でない要素

を落とし、実施機関が受け入れられるレベルにするのが、望ましい方策であろう。実際、タンザ

ニアフェーズ 2･プロジェクトでは、フェーズの前半では農民に高い確率で技術が伝わる研修パッ

ケージの開発に取り組んでいるが、後半ではタンザニアの農業を取り巻く枠組みに受けいれられ

るように、研修コストの削減に取り組んでいく予定である。これは、エルサルバドルにおいて、

初期投資費用はかかるが技術的には確かな技術体系の確立に取り組み、技術面が確立した時点で、

コスト削減を図っているのと同じパターンである。このように、ひとつのプロジェクトの中でも

動態的な視点を持って、技術面をまず優先させ、それが確立した時点でコストの削減に取り組む

方策が良いと考えられる。なお、これは技術面の確立においてはコスト面を無視してよいという

ものでは全くない。プロジェクト後半のコスト削減を容易にするためにも、最初からコスト面に

も十分な配慮をすることは必要である。

（2）わかりやすい実践的な研修 

タンザニア・プロジェクトでは、できるだけわかりやすい研修を実施するように努めた。例え

ば、稲作にかかる多くの作業について「揃える」ことが重要であると研修参加者に説明した。ま

た、作業の実例を圃場での研修で実際に農民に見せた。このような、わかりやすく且つ実践的な

研修は高く評価されている。

（3）普及員と農民との合同研修 

表 5- 5 KATCの普及員と農民の合同研修の概念的評価 

普及員だけの
研修

農民だけの
研修

農民と普及員の
合同研修

研修対象地域数 多い ケースによる 少ない

研修対象地域あたりの参加者数 少ない ケースによる 多い

研修後の普及員と農民の連携 変わらない 弱まる 強まる

稲作改善の可能性 ある ある より高い
出典：キリマンジャロ農業技術者訓練センター計画ニュースレター
　　　「タンザニアの稲と人々」第11号（1999年3月）。

タンザニア・プロジェクトでは普及員と拠点農民との合同研修を行っている。合同研修のメリ

ットとしては、寝食を共にすることで両者の間の信頼関係が構築される、農民の研修を普及員が

支援できる、などが挙げられる。タンザニア・プロジェクトでは、普及員だけの研修、農民だけ

の研修と、合同研修とを表 5-5に示すように比較している。
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（4）センターでの研修と現地研修会との組み合わせ 

タンザニアフェーズ 1・プロジェクトでは、フォローアップ期間中に過去に KATC の研修に参

加した普及員、農民を送り出した灌漑スキームを訪問し現地研修会を開催した。農民は現地研修

会の場で、KATC での研修で聞き逃していたことや、その後実践の過程で生じた問題について質

問することができた。また、フェーズ 2 では、KATC での合同研修を行った上で現地研修を実施

している。こうした「KATC での研修＋現地研修会」方式は有効なアプローチであると、研修を

受けた農民や普及員に加え、他のドナーも高く評価している。

（5）一作期に複数の現地研修会の実施 

タンザニアフェーズ 2・プロジェクトでは、1作期に 3回（田植前、生育期、収穫期で 1回 1週

間）の現地研修会を開催している。稲作においては時期によって必要となる作業が異なることか

ら、一作期に複数の研修会を実施することは有効な方策である。フェーズ 2 では、さらに木目の

細かい指導を行うために、異なるシーズンにおいても研修会を実施する予定である。

5. 3 実施機関の機能強化と環境条件への対応 

本節では Sub-Question1「実施機関の機能強化」、Sub-Question3「環境条件への対応」および JICA

の役割について取りまとめる。プロジェクトの時系列的な視点では、本節と前節とが、プロジェ

クト実施にかかる教訓として位置づけられる。

5. 3. 1 実施機関の機能強化 

普及を要素に含むプロジェクトの実施機関は普及機関であったり、研修機関であったり多様で

あるが、特に普及システム強化型プロジェクトの場合、実施機関の機能強化はたいへん重要であ

る。普及が持続的になされるためには、実施機関の自立が不可欠だからである。以下では、エル

サルバドル、タンザニアの事例を中心に、実施機関の機能強化策として重要と考えられるポイン

トについて取りまとめる。

（1）組織体制面 

1）研究・普及連携による組織の強化

エルサルバドル・プロジェクトでは、研究・普及連携シ

ステム（Generacion y Transferencia de Technologia: GyTT）

を通じた組織の強化を図った。実施機関であるCENTAは、

研究と普及とを管轄する機関である。普及活動においても、

研究部門は技術面でのサポートとして重要な役割を担っ

ている。普及と研究の連携の強化によって、研究員が農民のニーズに応じた研究を行うようにな

ったこと、普及員も技術面で問題を抱えた場合に研究員のサポートを得やすくなったこと、など

のメリットがあった。

CENTA

研究員 普及員

農民
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また、研究・普及連携システムの導入で、技術開発と普及活動とを同時に実施することが可能

となった。通常の技術開発と普及の流れは、研究員→普及員→農民というプロセス（図の実線の

矢印）だが、研究員が農民のニーズを踏まえずに研究開発を行うケースも多い。他方、本システ

ムの下でのプロセスは概念的には図の破線の矢印である。つまり、普及員は研究員とともに拠点

農家でデモファームを設置し、そこで技術の研修を行い、同時に研究員は試験圃場で農民のニー

ズに即した野菜栽培試験を進めるものである。こうした活動方式の採用は、時間短縮にもつなが

った。

本システムの導入に際しては、課題も多い。例えば、多くの国で普及と研究は組織が別々にな

っていること（民営化を含む）、研究員と普及員は必ずしも親密な関係にあるわけではないこと、

研究員が普及員のニーズに十分に応えているわけではないこと、などである。エルサルバドルで

うまく機能した要因として、プロジェクトの前から世界銀行の支援で本システムが導入されてい

たこと、普及員と研究員との差が比較的小さいこと、などが挙げられる。こうした要因を十分に

踏まえ、可能なところでは両者の協力関係の構築を図っていくことは普及の円滑な実施に貢献す

ると考えられる。

2）農民（研修参加者）からのフィードバックを共有する体制の構築

普及活動では、農民からのフィードバックを有効に活用することが重要である。エルサルバド

ルおよびタンザニアのプロジェクトで、農民からフィードバックを得て、その情報を関係者間で

共有するシステムが構築されている。例えば、タンザニアでは研修コース毎に参加者がレビュー

を行い、必要であれば研修コースを改訂している。また、エルサルバドルにおいても、普及所で

は毎週 1回全普及員が集まり、情報交換／共有を図るミーティングが開催されている。

3）レポート作成の指導

従来、エルサルバドル・タンザニアにおいては、活動内容をレポートに書いて残すことはあま

り実施されていなかった。しかし、専門家の指導で自分の活動についてレポートに書いて残すよ

うになった。これは過去の経験から学ぶことを容易にし、組織としての強化につながっている。

（2）技術面 

1）実践面の強化

エルサルバドル・タンザニアの両国で、技術者および研修教官の技術面での最大の課題は、実

践面の技能が弱い、あるいは経験が乏しいことであった。農民に指導するに当たって、理論面を

いくら強調しても農民はついてこない。実践面での技能は不可欠である。そこで、両プロジェク

トとも、専門家は実践面での強化を図った。具体的には圃場を整備し、そこでカウンターパート

と共同で農作物の栽培を行った。こうしてカウンターパートが実践の技能を十分に習得してから、

農民の前でその技術を披露した。その結果、農民による評価も大幅に向上した。
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2）営農面での指導

営農改善計画と野菜栽培技術の指導は車の両輪に相当し、農業指導のために欠くことができな

いものである。農家は新技術の採用に際して、農家経営全体を踏まえて考えるものであり、一技

術の移転に当たってもそうした視点が不可欠である。つまり、単に新技術を導入するのではなく、

営農計画を立てて各作物の収支を正確に見ていくことが重要である。こうした考えから、エルサ

ルバドル・プロジェクトでは農家の経営面をも考慮した指導を行った。これは普及員の能力強化

に役立ったと考えられる。

3) 農民のニーズの把握

普及員や研修機関の教官にとって、農民のニーズを把握し、それに即した活動（研修）を行う

ことはたいへん重要である。しかしながら、元来、普及員や教官は農民より上という意識があり、

農民から学ぶ姿勢をあまり持っていなかった。しかし、専門家の指導を通じて農民から情報収集

を行い、情報を教官間で共有することができるようになった。例えば、タンザニアフェーズ 1・

プロジェクトは全国の農民を対象に研修を行ったが、全国の灌漑稲作にかかる知見は十分ではな

く、情報の収集は研修参加者である普及員や農民からが中心であった。そこで教官は、研修参加

者からその地域の稲作に関する情報を収集した。こうした研修ニーズの把握は、教官の能力向上

だけでなく、KATCの研修コースの改善に重要な役割を果たした。

（3）財政面 

途上国の多くの普及関連機関は厳しい財政上の制約を抱えており、財政面での強化はプロジェ

クトの円滑な実施のみならず、プロジェクトが終了した後の自立発展性の確保にとってたいへん

重要である。

1）政府機関への内部化

財政面での自立発展性を図るにあたっての第 1 歩は、プロジェクトが相手国の政府機関に内部

化されることである。ドミニカ・プロジェクトは、同国の国家 5 カ年計画の中に「胡椒栽培の普

及促進」を国家事業として位置付け、明文化することに成功した。その結果、担当省庁が同プロ

ジェクトに関して予算を申請、確保することが可能となった。こうした内部化が直ちに予算の配

賦につながるわけではないが、内部化されないでは予算も支給されない。政府機関への内部化は、

財政面での自立発展性を図るに当たって、まず最初に留意すべきことであろう。

2）自己財源確保への支援

政府予算が十分に配賦されない場合は、実施機関が独自で収入を得る方法が考えられる。タン

ザニアでは各研修機関が独自に得た収入は Self Help Fundとして、その機関の裁量で使うことがで

きる。そこで、KATCは積極的に外部機関からの研修の受託に取り組んでいる。こうした研修は、
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本数こそ多くはないが、他のドナーから高い評価を得ている。なお、機関によっては、こうした

自己財源を自由に使えない機関もあるので注意が必要である。

3）援助協調の枠組みへの参加

タンザニアでは、現在、農業セクター開発プログラム（Agricultural Sector Development Programme: 

ASDP）が進展しており、その枠組みの中に KATCを位置づけることは今後の方向性を考える上で

たいへん重要である。援助協調の一環として将来はドナーの支援する全ての農業プロジェクトが

ASDPの枠内に統合・一元化されることになっている。ASDPの県レベルでの実施は県農業開発計

画（District Agricultural Development Plan: DADP）を通じて行われ、そこに ASDPのバスケットフ

ァンドから資金が流れることになる。そこで、DADPの中で KATCの研修が要請されるようにな

れば、KATCは ASDPのバスケットファンドを活用できるようになる。実際、KATCは DADP予

算を活用した研修をモロゴロ県から既に受託・実施している。こうした取り組みは始まったばか

りであり、今後の展開は未知数であるが、ASDP/DADP の枠組みを通じた他のドナーの資金の活

用は、政府の財政資金の乏しいアフリカ諸国において、ひとつのモデルとなりうると考えられる。

5. 3. 2 環境条件への対応 

プロジェクトの形成時にできるだけプロジェクトを取り巻く環境条件を把握し、プロジェクト

の中に組み込むことが重要である。同時にプロジェクトの実施過程においては、環境条件をプロ

ジェクトの中に組み込み、不足している点は補い、適している点はそれを有効に活用していくこ

とも重要である。本節では、エルサルバドル、タンザニアにおける事例から、環境条件への対応

について取りまとめる。なお、環境条件は多様であるが、ここでは「5 つの資本」および市場ア

クセスの視点から分析する。

（1）人的資本 

1）教育レベルを踏まえた技術の選定

一般に農民の教育レベルはそれほど高くない。比較的教育水準の高いエルサルバドルでも 30％

以上の農民は読み書きができない。そこでプロジェクトでは、農民にとって受け入れられるよう

に、できるだけ容易な技術の開発、わかりやすい研修の実施に努めた。

2）教育レベルを踏まえた拠点農民の選定

エルサルバドル、タンザニアの両プロジェクトにおいて、拠点農民の選定基準に、読み書きが

できることが含まれていた49。これは、読み書きができなくては、技術の習得が困難であるだけで

なく、技術波及の基盤となる拠点農民としての役割を果たすことができないと考えられたからで

ある。こうした選定基準は拠点農民への技術移転及び拠点農民を基盤とした波及に寄与した。

49 エルサルバドルの場合は、教育を 3年間以上受けているという基準になっている。
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（2）社会資本 

1）モデルサイトの選定に際しての農民組織の有無の考慮

灌漑稲作にとって水管理など農民の組織化は重要なポイントである。コログウェ県マヘンゲ

（Mahenge）灌漑スキームの事例が示すとおり、農民組織がばらばらでは灌漑スキームは機能し

ない50。しかし、農民組織を通じた灌漑施設の維持管理はたいへん難しく、これをプロジェクトの

期間内で整備することは困難である。そこで、タンザニアフェーズ 2・プロジェクトではモデル

サイトの選定基準のひとつに、ある程度農民組織が整備されていることを含めた。これは限られ

た期間内にプロジェクトの成果を出すという視点からは、たいへん効果的であったと考えられる。

2）ジェンダーへの配慮

タンザニアでは一般に女性の労働時間が男性と比較しかなり多くなっており、プロジェクトの

推奨する稲作技術がさらに女性の労働を増やす結果につながると、技術の波及の制約要因となる

ことが予想された。そこでプロジェクトでは研修や簡易農機具の作成を通じて、女性の労働時間

が増大しないような配慮を行った。

3）資機材の供与を通じた農民の苦手意識の克服

エルサルバドルではトマトの栽培技術の波及を目指したが、トマト栽培に失敗した経験を持つ

農民が多かった。そこでプロジェクトはトマトの栽培に必要となる資機材を拠点農民に対して供

与し（コストシェアリングを含む）、農民の苦手意識の早期克服に努めた。

4）グループ活動を円滑化するための方策

エルサルバドルでは農民間普及の一環として周辺農民のグループ活動を推奨しているが、元来、

農民はグループ活動をした経験があまりない。そこで、少しでも円滑なグループ活動の実施を図

るために、周辺農民による自主的なグループの結成を推奨した。これはタンザニアにおいても同

様である。

（3）自然資本 － 価格の変動パターンを踏まえた作期拡大 

エルサルバドルでは降水パターンによる野菜価格の大きな変動に着目し、作期拡大を図ること

で高価格を享受し、農民の所得が増大する方策を選択肢のひとつとして提供している。

50 マヘンゲ灌漑スキームは世界銀行の RBMSIIP によって 2001 年に建設されたが、全く管理されておらず、既に
施設が壊れかけている。その要因のひとつとして農民組織が整備されていないことが挙げられる。調査団のヒア
リングでは、農民組織が機能していないのは、灌漑スキームが 5 つの村を横断するような形で建設されているこ
とに加えて、それぞれの村で灌漑スキームに入った地区とそうでない地区との農民がいがみ合っていること、複
数の部族が居住しており、部族間のコミュニケーションが円滑でないことなどが指摘されている。
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（4）物的資本 

1）モデルサイトの選定に際しての灌漑施設の有無の考慮

タンザニアの稲作で最大の制約要因は水（自然資本）であるが、プロジェクトの推奨する技術

を導入するには天水田では難しく、ある程度整備された灌漑スキームに圃場があることが不可欠

である。そこで、フェーズ 2 プロジェクトのモデルサイトの選定に当たっては、灌漑施設があり

灌漑用水が確保されていることを選定基準とした。

2）特殊な道具を必要としない技術の選定、研修の実施

タンザニアでは農民の持っている農具は限られていることから、プロジェクトでは、農民の所

有する数少ない農具でも対応できる技術の開発を行った。これは技術の波及に大きく寄与した。

また、研修の実施に際しても、現場で使えない機材の使用は避け、主にポスターなどを用いた。

（5）金融資本 － 農民の資金レベルにあわせた技術の選定 

エルサルバドル、タンザニアの両国において、農家レベルでの資金面での制約は強く、小農の

金融へのアクセスは限られていることから、投資資金を必要とする技術の導入は困難である。そ

こで、タンザニア・プロジェクトでは、初期投資をほとんど必要としない技術を開発した。

（6）市場アクセス 

1）市場に近接したモデルサイトの選定

エルサルバドルでは 2 ヵ所のモデルサイトが選定されたが、いずれも都市に近接しており、市

場へのアクセスが困難であるという問題ははじめから回避することができた。

2）農民に委ねた品種の選定

タンザニアは都市（主要消費地）が分散している上に、道路事情が悪く、輸送手段も整備され

ていないため、市場アクセスは必ずしも良くない51。どの品種を栽培するのが適切かは、市場への

アクセスやロケーションによって異なってくるので、プロジェクトはその選択は農民に委ねてい

る。例えば、ムベヤ州のムブユニ・モデルサイトは、同国で最も価格の高いコメを産出するキエ

ラ（Kyela）県に近いことから、生育期間は短いが食味の悪い高収量品種を作っても売れないので、

生育期間は長いが食味の良い在来種を栽培している。他方、ルブマ州のナカフガ・モデルサイト

では、大きな市場へのアクセスが悪いことから食味があまり良くないコメでも現地市場で販売で

きるため、年 2 回収穫できる高収量品種を栽培している。なお、農民の選択肢を広げるという意

味で、ローアモシで開発された高収量品種の栽培を試験圃場などにおいて行っている。

51 そのため、例えばキロサ（Kilosa）県ムウェガ（Mwega）灌漑スキームの農民は、袋に定量以上にコメを詰め、
村にコメを調達に来た仲買人の目を引くようにしているほどである。
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5. 3. 3 JI CAの役割 

（1）プロジェクトと他の機関とをつなぐ役割 

普及は対象とする分野が広く、他の機関との連携が必要となる場合が多い。例えば、タンザニ

ア・プロジェクトの場合、カウンターパートである農業・食料安全保障省研修局、普及を管轄す

る作物開発局、モデルサイトの属する県政府、県を越えた灌漑スキームへの波及に関与している

各ゾーンの灌漑オフィスと同オフィスを管轄する農業・食料安全保障省灌漑技術サービス局など

がある。また、KATC が他のドナーから研修を受託するには、他のドナーとの協議も積極的に図

ることが必要である。しか

し、こうした他の機関との

協議・連携を、地方に位置

する KATC が主導して行

っていくことは困難であ

る。そこでプロジェクトと

しては、JICA タンザニア

事務所が従来以上に能動

的に本プロジェクトの活

動に関わり、積極的にそう

した連携を図ってくれる

と望ましいと考えている

（図 5-7）。

5. 4 今後の農業普及関連案件の形成・実施に活用すべき教訓 

本節では、本章においてこれまでに示された教訓を取りまとめる。

段階 関連プロジェクト

1.  面的展開を視野に入れた普及案件の形成 

1.1 長期的視点に立った協力 エルサルバドル、タンザニア

1.2 プロジェクト目標の明確化
1.3 プロジェクト活動の選定と活動間のつながり
・普及にかかる制約要因の明確化 エルサルバドル

・プロジェクト活動の絞込み エルサルバドル

・活動間のつながりに基づいた支援 エルサルバドル

・面的展開のロジックの検討 タンザニア

・プログラム･アプローチを念頭に置いたプロジェクト形成 ドミニカ、タンザニア

1.4 対象地域の環境条件に適合したプロジェクトの形成
・環境条件を踏まえたプロジェクトの軸足の設定

・「5つの資本（及び市場アクセス）」を用いた環境条件の把握

エルサルバドル

1.5 過去の経験のレビューと冷却期間の設置
・過去の経験の十分なレビュー エルサルバドル、タンザニア

農民

中央
（JI CA事務所) プロジェクト

中央政府 地方政府

他の
ドナー NGO

他の
ドナー NGO

他ドナーのプ
ロジェクト

NGOプロジェ
クト

他ドナーのプ
ロジェクト

NGOプロジェ
クト

図5- 7　JI CA現地事務所とプロジェクトとの連携
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・フェーズ間の冷却期間の設置

 －直近のフェーズの成果の検証

 －次期フェーズの焦点の明確化

エルサルバドル

1.6 実施機関との連携方法
・実施機関のリソースを踏まえた連携方法の選定 エルサルバドル、タンザニア

・普及機関以外との連携（普及が地方分権化されている場合） インドネシア、ラオス、フィリピン、
スリランカ、ドミニカ、エルサルバド
ル、タンザニア

1.7 実施機関のマンデートとプロジェクトのスコープとの整合性
・プロジェクトのスコープにあわせた実施機関の変更・追加 スリランカ、フィリピン、ドミニカ、

タンザニア 1

・実施機関が複数ある場合への対応 スリランカ、ドミニカ

・実施機関に新たなマンデートが付与される場合の対応

 －他の機関との役割分担

 －マンデートを追加する意義の明確化、関係者間の共有

 －予算措置

ラオス、タンザニア 2

1.8 準備フェーズ、終了フェーズの設定 ラオス、タンザニア、エルサルバドル

1.9 普及関連機関の機能強化の評価手法についての考察 エルサルバドル、タンザニア

2.  プロジェクトの実施 

2.1 ターゲットグループに適した技術の選定
・容易で初期投資を必要としない技術 タンザニア、エルサルバドル、インド

ネシア、スリランカ

・初期投資を必要とする技術とそうでない技術

 －農民のリスクに考慮

 －段階的アプローチ

エルサルバドル

・農民にとってのリスクを考慮した資機材の提供の仕方 エルサルバドル

・コストシェアリングを通じた資機材の供与 エルサルバドル

2.2 ターゲットグループ・地域の中での条件の適した農家・地区の選
定

ドミニカ、エルサルバドル、タンザニ
ア

2.3 プロジェクトの実施手法
・サーベイの実施による現状・ニーズの把握

 －サーベイの枠組み（調査項目、期間）の明確化

 －継続的な実施

エルサルバドル、タンザニア、ラオス

・透明性のあるプロセスの採用 エルサルバドル、タンザニア

・期間を限定した物的支援 エルサルバドル

2.4 農民間普及
・拠点農民→周辺農民→一般農民という波及プロセス

・透明性の高い拠点農民の選定プロセス

 －選定基準、役割、プロセスの明確化

・農民の自発的意思に委ねた周辺農民の選定

 －グループ活動を通じた技術移転

・普及員と農民の技術力の向上

・デモ圃場の活用

 －アクセスを考慮した多数のデモ圃場の設置

 －基本的単位でのデモ圃場の作成

・農民間の競争意識の醸成

 －農民間の視察

 －Farmers’ Dayなどの活用

エルサルバドル、タンザニア、ドミニ
カ

2.5 研修を通じた農民・普及員への技術移転 タンザニア
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・技術的確実性と受容性を重視した研修パッケージの開発

・わかりやすい実践的な研修

・普及員と農民との合同研修

・センターでの研修と現地研修会との組み合わせ

・一作期に複数の研修会の実施

3.  実施機関の機能強化と環境条件への対応 

3.1 実施機関の機能強化
組織体制面

・研究・普及連携による組織の強化 エルサルバドル

・研修参加者からのフィードバックを共有する体制の構築 エルサルバドル、タンザニア

・レポート作成の指導 エルサルバドル、タンザニア

技術面

・実践面の強化 エルサルバドル、タンザニア

・営農面での指導 エルサルバドル

・農民のニーズの把握 エルサルバドル、タンザニア

財政面

・政府機関への内部化 ドミニカ、タンザニア

・自己財源確保への支援 タンザニア

・援助協調の枠組みへの参加 タンザニア

3.2 環境条件への対応
・人的資本 

－教育レベルを踏まえた技術の選定 

－教育レベルを踏まえた拠点農民の選定 

エルサルバドル、タンザニア

・社会資本 

－モデルサイトの選定に際しての農民組織の有無の考慮 

－ジェンダーへの配慮 

－資機材の供与を通じた農民の苦手意識の克服 

－グループ活動を円滑化するための方策 

エルサルバドル、タンザニア

・自然資本 

－価格の変動パターンを踏まえた作期拡大 

エルサルバドル

・物的資本

－モデルサイトの選定に際しての灌漑施設の有無の考慮

－特殊な道具を必要としない技術の選定、研修の実施

タンザニア

・金融資本

－農民の資金レベルに合わせた技術の選定

エルサルバドル、タンザニア

・市場アクセス

－市場に近接したモデルサイトの選定

－農民に委ねた品種の選定

エルサルバドル、タンザニア

3.3 JICAの役割
・プロジェクトと他の機関とをつなぐ役割

タンザニア
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